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:論"

:説"
日
英
地
方
議
員
の
党
派
構
造

A阿
A 
-部
ス
ト

Z四
ウ

ヨ郎

本
稿
の
目
的
は
、

日
英
両
国
の
地
方
議
員
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
デ

l
タ
に
基
づ
き
、
議
員
の
社
会
的
属
性
や
政
治
的
意
見
に
お
け
る

党
派
対
立
の
構
造
を
両
国
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
使
用
す
る
デ

l
タ
は
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
東
北
六
県
に
わ
た
る
七
広
域
圏
|
|
|
津
軽
、
八
戸
、
盛
岡
、
仙
台
、
秋
田
、
山
形
、

福
島
|
|
内
の
八
三
市
町
村
を
対
象
地
区
に
、
剖
年
か
ら
実
施
し
た
市
町
村
議
会
議
員
調
査
、
お
年
に
実
施
し
た
東
北
六
県
の
全
県
議
会
議

員
を
対
象
と
す
る
調
査
、
英
国
に
つ
い
て
は
、
四
つ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
|
|
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
!
、
ラ
ン
カ
ツ
シ
ャ

l
、
サ
ウ
ス
・
ヨ
!

部
年
に
実
施
し
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
を
対
象
と
す
る
調

査
、
及
び
当
該
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
二
四
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
を
対
象
と
す
る
調
査
|
|
右
の
東
北
調
査
と
ほ
ぼ
同
じ
質
問

設
計
及
び
同
種
の
郵
送
調
査
法
に
よ
っ
た
|
|
に
基
づ
い
て
い
る
。

ク
シ
ャ

1
、
ウ
エ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
ー
ー
ー
を
対
象
地
区
と
し
、
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表 1

市町村議 テ.ィストリクト 県 議 カウンティ

総 数 1077 329 211 122 

保守・ Con. 931 144 152 36 

革新・ Lab. 100 147 39 67 

中道・ All. 46 38 20 19 

こ
れ
ら
両
調
査
デ

l
タ
を
直
接
に
比
較
、
解
釈
す
る
上
で
は
、
日
英
両
国
の
地
方
制
度
上
の
差
異
、
調
査
実
施

し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
政
及
び
地
方
政
治
を
め
ぐ
る
状
況
の
違
い
、
調
査
対
象
地
区
の
特
性
に

時
点
、
関
す
る
差
異
な
ど
、

い
く
つ
か
あ
ら
か
じ
め
の
留
保
を
必
要
と
す
る
が
、

し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

そ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
記

本
稿
に
お
け
る
分
析
単
位
の
「
党
派
」
は
、
サ
ン
プ
ル
数
の
関
係
か
ら
、
日
本
の
場
合
に
は
、
「
保
守
L

(

自
民

党
と
保
守
系
無
所
属
)
、
「
中
道
」
(
公
明
党
及
び
民
社
党
)
、
「
革
新
」
(
社
会
党
及
び
共
産
党
)
に
概
括
し
、
英
国

の
場
合
は
、
「
保
守
党
」
寸
労
働
党
L

「
連
合
派
」
(
自
由
党
と
社
会
民
主
党
)
に
ま
と
め
で
あ
り
、
該
当
サ
ン
プ
ル

数
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
数
量
化
凹
類
に
よ
る
パ
タ
ー
ン
分
析
を
行
う
際
に
、
「
党
派
L

を
「
市
部
」
「
郡
部
」
別
、
年
令
層
別
、

「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

別
に
細
か
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
て
い
る
が
、
「
市
部
」
「
郡
部
」
の
二
分
法

は
、
日
本
の
場
合
は
各
七
広
域
圏
の
主
要
市
と
そ
れ
以
外
、
英
国
の
場
合
は
「
シ
テ
ィ
L

の
呼
称
を
有
す
る
自
治

体
と
そ
れ
以
外
の
区
分
に
対
応
し
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
お
け
る
三
分
法
は
、
当
該
の
質
問
に

対
す
る
回
答
|
|
寸
中
央
直
結
型
L

(

中
央
と
直
結
し
て
、
政
府
か
ら
多
く
の
便
宜
を
獲
得
す
る
)
、
「
協
調
型
」

(
地
方
の
立
場
を
主
張
し
な
が
ら
、
政
府
と
の
対
立
は
避
け
る
)
、
寸
地
方
主
義
型
」
(
地
方
独
自
の
立
場
を
貫
く
た

め
に
は
、
政
府
と
の
対
立
も
や
む
を
え
な
い
)

i
ー
に
よ
る
三
分
類
に
対
応
し
て
い
る
。

注
(
1
)
寸
地
方
政
治
家
の
政
治
志
向
|
|
日
本
と
英
国
の
比
較
」
(
法
学
五
一
巻
一
号
)
、
「
日
本
と
英
国
の
地
方
議
員
」
(
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
第
三
号
)

参
照
。
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一
、
社
会
的
属
性
と
党
派

地
方
議
員
を
社
会
的
属
性
l
|
|
「
年
令
」
、
「
出
身
L

と
「
居
住
歴
」
か
ら
み
た
地
域
と
の
つ
な
が
り
、
「
職
業
」
「
業
種
」
|
|
英
国
の

場
合
に
は
そ
れ
に
加
え
て
「
階
級
」

l
ー
な
ど
職
業
的
背
景
、
職
能
団
体
や
地
域
団
体
へ
の
関
わ
り
、
「
立
候
補
歴
」
や
「
当
選
回
数
」
な

ど
議
員
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ー
ー
か
ら
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
分
類
で
き
る
か
、
そ
し
て
各
「
党
派
し
は
ど
の
よ
う
に
配
置
さ

れ
る
か
を
、
数
量
化
凹
類
の
手
法
に
よ
り
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
基
礎
自
治
体
の
議
員
ー

l
市
町
村
議
会
議
員
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ

ン
シ
ル
議
員
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
「
市
部
L

「
郡
部
L

に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
た
場
合
を
〈
ケ
ー
ス

I
〉
、
年
令
層
別
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し

た
場
合
を
〈
ケ

1
ス
H
〉
と
し
、
広
域
自
治
体
の
議
員

1

1
県
議
会
議
員
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
ー
ー
に
つ
い
て
、
年
令
層

別
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
行
い
、

そ
れ
を
〈
ケ
1
ス
凹
V

と
す
る
。

〈ケ

l
ス
I
〉

「
市
部
」
寸
郡
部
」
別

日英地方議員の党派構造

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
、
第
H
軸
と
も
、
「
職
業
L

「
業
種
L

及
び
「
団
体
所
属
」
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
両

極
を
な
し
て
い
る
。
第
I
軸
で
は
、
「
職
業
L

「
業
種
L

に
お
け
る
「
農
業
」

1
1
4

「
公
務
L

寸
政
治
専
業
」
、
「
団
体
所
属
」
に
お
け
る
「
農
業

協
同
組
合

L
l
L労
働
組
合
」
、
「
地
域
居
住
」
に
お
け
る
寸
地
元
出
身
」
|
|
寸
県
内
か
ら
の
移
住
」
が
極
を
な
し
、
第
H
軸
で
は
、
「
職

業
」
「
業
種
」
に
お
け
る
寸
公
務
L

寸
農
業
」
|
|
「
商
業
L

「
自
営
業
L

、
「
団
体
所
属
L

に
お
け
る
「
労
働
組
合
」
「
農
業
協
同
組
合
」
|
|

「
商
工
会
議
所
・
商
工
会
」
寸
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
し
が
極
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
に
お
い
て
は
、

職
業
的
背
景
を
主
要
要
因
と
し
て
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
|
|
農
業
関
係
、
公
務
・
労
働
組
合
加
入
・
政
治
専
業
関
係
、
商
工
業
・
自
営
関

北法40(5-6・II・907)2049
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係
ー
ー
ー
が
弁
別
さ
れ
る
。

「
党
派
L
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
第
I
軸
、
第
H
軸
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
「
市
部
」
「
郡
部
」
の
別
な
く
、
「
保
守
L
と
「
革
新
」
が
両

極
を
な
し
、
寸
中
道
」
が
両
者
の
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
保
守
L
「
革
新
」
聞
の
距
離
は
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
市
部
」
よ
り
「
郡

部
L
に
隔
り
が
よ
り
大
き
く
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
郡
部
L
よ
り
「
市
部
」
に
隔
り
が
よ
り
大
き
い
。
他
方
、
「
市
部
」
寸
郡
部
」
聞
の
距

離
は
、
「
保
守
」
寸
中
道
」
寸
革
新
」
の
い
ず
れ
の
党
派
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
、
第
I
軸
に
お
い
て
隔
り
が
よ
り
大
き
い
が
、
「
党
派
」
グ
ル

l

プ
別
に
み
る
と
、
「
革
新
」
「
中
道
」
に
比
し
て
、
「
保
守
」
グ
ル
ー
プ
に
寸
市
部
」
寸
郡
部
」
聞
の
隔
り
が
大
き
い
。

英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
職
業
」
「
業
種
」
寸
階
級
」
及
び
寸
地
域
居
住
歴
」

イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
「
年
令
L
や
「
立
候
補
歴
L
及
び
「
団
体
所
属
L

の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー

日英地方議員の党派構造

が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
「
階
級
」
に
お
け
る
「
熟
練
労
働
者
」
|
|
'
「
上
級
管
理
職
L
、
「
業
種
L
に
お
け

る
「
鉱
山
関
係
」
|
|
寸
大
学
教
師
」
、
寸
地
域
居
住
」
に
お
け
る
「
地
元
出
身
」
「
初
年
以
上
居
住
L
|
|
「
新
移
住
L
が
両
極
を
な
し
、
第

H
軸
に
お
い
て
は
、
「
年
令
L
に
お
け
る
「
削
代
以
上
」
|
|
「
初
代
ま
で
」
、
「
初
立
候
補
年
令
L
に
お
け
る
寸
朗
代
以
上
し
|
|
「
初
代
後

半
L
、
「
団
体
所
属
」
に
お
け
る
「
教
会
L
「
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
L
1
1
「
労
働
組
合
L
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。

「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
「
市
部
L
寸
郡
部
」
の
別
な
く
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
寸
連
合
派
」
と
「
労
働
党
L
が
両
極
を
な
し
て

寸
保
守
党
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
寸
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
」
が
両
極
を
な
し
て
「
連
合
派
L
が
中
間
の
位
置
を

占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
寸
党
派
L
聞
の
距
離
は
、
第
I
軸
、
第
H
軸
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
寸
郡
部
L
で
隔
り
が
よ
り
大
き
く
、
「
市
部
」
で

は
よ
り
小
さ
い
。
ま
た
、
「
保
守
党
」
「
労
働
党
L
聞
の
距
離
は
、
「
市
部
」
「
郡
部
L
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
第
I
軸
よ
り
第
H
軸
に
お
い
て

隔
り
が
よ
り
大
き
い
。
他
方
、
「
市
部
L
寸
郡
部
」
聞
の
隔
り
は
、
「
連
合
派
」
に
小
さ
く
、
「
保
守
党
L
と
寸
労
働
党
し
に
つ
い
て
よ
り
大
き

い
が
、
両
者
間
で
性
格
が
異
な
り
、
「
保
守
党
L
に
つ
い
て
は
第
H
軸
に
お
い
て
、
「
労
働
党
」
に
つ
い
て
は
第
I
軸
に
お
い
て
、
「
市
部
L
「
郡

の
ア

北法40(5-6・II・909)2051
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部
L

間
の
隔
り
が
み
ら
れ
る
。

三A
函岡

ま
ず
第
一
に
、
軸
の
性
格
の
異
同
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
が
「
職
業
L

寸業

種
」
「
地
域
居
住
」
の
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点
は
両
国
に
共
通
す
る
が
、
第
H
軸
の
性
格
は
日
英
間
で
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
の

場
合
、
第
H
軸
も
、
第
I
軸
と
ほ
ぽ
同
様
、
「
職
業
」
寸
業
種
」
寸
団
体
所
属
L

の
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
英
国
の
場
合
、
第
H

軸
は
、
第
I
軸
と
性
格
を
異
に
し
、
「
年
令
」
「
立
候
補
歴
」
「
団
体
所
属
」
の
要
因
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
右
の
軸
の
性
格
の
違
い
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
日
英
間
で
最
も
際
立
っ
た
差
異
点
は
、
第
I
軸
と
第
H
軸
と
か
ら
な
る
平
面
上

に
お
け
る
各
「
党
派
」
の
配
置
関
係
に
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
各
「
党
派
」
は
「
保
守
と
「
革
新
L

を
両
極
と
す
る
直
線
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
が
、
英
国
の
場
合
は
、
「
保
守
党
」
「
労
働
党
」
寸
連
合
派
」
の
い
ず
れ
も
が
極
を
占
め
る
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
の
「
党

派
」
の
配
置
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
お
け
る
差
異
は
、
「
市
部
」
「
郡
部
」
に
共
通
し
て
い
る
。
他
方
、
各
寸
党
派
」
間
の
距
離
関
係
に
つ
い
て

み
る
と
、
日
本
の
場
合
、
寸
市
部
」
「
郡
部
L

聞
で
大
き
な
違
い
は
な
い
が
、
英
国
の
場
合
に
は
、
「
市
部
」
寸
郡
部
L

間
で
異
な
り
、
「
市
部
」

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
し
て
み
る
と
、

で
は
各
「
党
派
」
が
よ
り
近
接
し
て
い
る
。
特
に
「
保
守
」
と
「
革
新
」
、
「
保
守
党
L

と
「
労
働
党
」
の
聞
の
距
離
関
係
に
つ
い
て
み
た
と

き
に
、

そ
の
点
が
著
し
い
の
で
あ
る
。

〈ケ
l
ス
H〉

年
令
層
別

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
、
〈
ケ
1
ス
I
〉
と
同
様
、
第
I
軸
、
第
H
軸
と
も
に
、
主
と
し
て
職
業
的
背
景
に
関
連
す
る
ア
イ
テ
ム
・

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
で
、
「
農
業
L

関
係
グ
ル
ー
プ
、
「
自
営
」
寸
商
工
L

関
係
グ
ル
ー
プ
、
「
公

務
員
」
「
労
組
」
関
係
グ
ル
ー
プ
が
弁
別
さ
れ
る
。

北法40(5-6・II・910)2052 
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説

「
党
派
L

の
配
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
〈
ケ

l
ス
I
〉
に
類
似
し
、
第
I
軸
、
第
H
軸
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
年
令
層
の
別
な
く
、
「
保
守
」

と
「
革
新
L

が
両
極
を
な
し
、
「
中
道
L

が
そ
の
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
各
「
党
派
L

聞
の
距
離
は
、
年
令
層
別
に
異
な

り
、
寸
初
代
ま
で
L

及
び
「

ω代
以
上
」
に
比
し
て
「
判
代
L

と
「
叩
代
」
の
年
令
層
に
、
と
り
わ
け
「
団
代
」
の
年
令
層
に
「
保
守
L

と
「
革

新
L

聞
の
隔
り
が
大
き
い
。
他
方
、
年
令
層
別
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
同
一
「
党
派
L

内
の
年
令
層
聞
の
距
離
は
、
「
中
道
L

に
隔
り
が
小

さ
く
、
「
保
守
」
と
「
革
新
L

に
は
同
程
度
み
ら
れ
る
が
、
「
保
守
」
「
革
新
」
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
「
叩
代
L

の
年
令
層
が
他
の
年
令
層
か

ら
離
れ
て
際
立
っ
た
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

論

英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
も
、
第
I
軸
、
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ

l
ス
I
〉
と
同
様
で
あ
り
、
第
I
軸
で
は

「
業
種
」
寸
階
級
」
「
地
域
居
住
」
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
第
H
軸
で
は
寸
年
令
」
1

立
候
補
歴
」
寸
団
体
所
属
L

の
ア
イ
テ
ム
・
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
ほ
ぽ
年
令
層
の
別
な
く
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
寸
連
合
派
」
と
「
労
働

党
」
と
が
両
極
を
な
し
て
「
保
守
党
L

が
寸
連
合
派
」
に
近
く
位
置
し
|
1
1

寸
却
代
」
に
つ
い
て
の
み
例
外
l
l
l
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、

「
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
L

が
両
極
を
な
し
、
「
連
合
派
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
第
I
軸
と
第
H
軸
の
平
面
上
に
お
け
る
各
「
党

派
」
聞
の
距
離
関
係
は
、
大
略
、
年
令
層
が
若
年
に
な
る
ほ
ど
近
接
し
て
い
る
。
特
に
「
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
」
聞
の
距
離
に
つ
い
て
み

る
と
、
「
初
代
ま
で
」
と
「
刊
代
以
上
」
の
年
令
層
の
間
で
パ
タ
ー
ン
に
違
い
が
あ
り
、
寸
加
代
ま
で
L

の
最
若
年
層
で
は
、
「
階
級
」
軸
と
し

て
の
性
格
が
強
い
第
I
軸
に
お
い
て
「
保
守
党
L

「
労
働
党
L

聞
の
隔
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
年
令
層
別
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
各
年
令
層
聞
の
距
離
は
「
連
合
派
L

に
隔
り
が
小
さ
く
、
「
保
守
党
L

と
「
労
働
党
」
に
や
や

大
き
く
み
ら
れ
る
が
、
配
置
関
係
の
パ
タ
ー
ン
は
両
党
派
間
で
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
保
守
党
」
に
つ
い
て
は
、
各
年
令
層
グ
ル
ー

プ
が
第
I
軸
に
お
い
て
は
弁
別
さ
れ
ず
、
第
H
軸
に
お
い
て
の
み
弁
別
さ
れ
る
が
、
「
労
働
党
」
に
つ
い
て
は
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
両
軸

に
お
い
て
弁
別
さ
れ
る
。

北法40(5~6 ・ II ・ 912)2054



以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、
ま
ず
、
軸
の
性
格
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
〈
ケ

1
ス
I
〉
の
場
合
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
次
い
で
、
寸
党
派
」
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
〈
ケ

l
ス
I
〉
の
場
合
と
同
様
、
日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
ど
の
年
令

層
に
お
い
て
も
、
「
保
守
」
と
寸
革
新
L
を
両
極
と
す
る
直
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
つ
い

て
は
、
「
刊
代
」
を
除
い
て
ど
の
年
令
層
に
お
い
て
も
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
他
方
、
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
は
、
日
本
の
場
合

は
不
規
則
で
あ
る
が
、
英
国
の
場
合
は
年
令
層
順
の
規
則
性
を
も
っ
た
配
列
を
な
し
て
い
る
。

〈ケ

1
ス
凹
〉

年
令
層
別

日英地方議員の党派構造

日
本
の
県
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
で
は
「
職
業
」
「
業
種
」
「
団
体
所
属
」
及
び
寸
地
域
居
住
L
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
両
極

を
な
し
、
第
H
軸
で
は
「
年
令
L
「
当
選
回
数
L
「
立
候
補
歴
L
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸

で
は
、
「
職
業
」
に
お
け
る
「
自
営
L
「
会
社
役
員
」
|
|
「
政
党
役
員
L
、
「
業
種
L
に
お
け
る
「
商
業
」
「
不
動
産
業
L
I
-
-
「
政
治
専
業
ヘ

「
団
体
所
属
」
に
お
け
る
「
商
工
会
議
所
・
商
工
会
」
可
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
」
l
l
l
「
労
働
組
合
」
が
両
極
を
な
し
、
第
H
軸
で
は
、
「
年

令
L
に
お
け
る
「
却
代
ま
で
」
|
|
「

ω代
以
上
L
、
寸
当
選
回
数
」
に
お
け
る
寸
一
回
L
I
-
-
五
回
以
上
L
、
「
初
立
候
補
年
L
に
お
け
る
「
初

年
代
初
め
か
ら
L
|
|
「
開
年
以
降
」
が
両
極
を
な
し
て
お
り
、
要
約
す
れ
ば
、
第
I
軸
は
「
職
業
的
背
景
L
軸
、
第
H
軸
は
「
年
令
及
び

キ
ャ
リ
ア
」
軸
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
第
I
軸
、
第
H
軸
と
も
に
「
職
業
的
背
景
L
軸
を
な
し
て
い
る
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
と

異
な
っ
て
い
る
。

北法40(5-6・II・913)2055 
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各
「
党
派
L

の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
軸
の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
第
H
軸
上
で
は
各
寸
党
派
」
の
聞
に
隔
り
は
小
さ
く
、
も
っ
ぱ
ら
第
I

軸
上
で
弁
別
さ
れ
る
。
第
I
軸
上
に
お
け
る
各
「
党
派
L

の
配
置
は
、
寸
叩
代
L

を
除
い
て
、
「
保
守
」
と
「
革
新
」
を
両
極
と
し
て
寸
中
道
」

が
そ
の
中
聞
の
位
置
を
占
め
、
「
保
守
」
と
「
革
新
」
、
「
保
守
」
と
「
中
道
L

聞
の
距
離
は
「
団
代
L

の
年
令
層
に
最
も
隔
り
が
大
き
い
。
ま

た
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
に
お
け
る
寸
党
派
」
の
配
置
関
係
で
は
、
「
的
代
以
上
L
を
除
き
、
「
判
代
L
「
団
代
L
の
年
令
層
で

は
ほ
ぽ
直
線
上
に
配
列
す
る
。

年
令
層
別
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
は
、
「
党
派
L

に
よ
っ
て
パ
タ
ー
ン
が
異
な
っ
て
い
る
。
第
I
軸
に
お
け
る
各
年
令
層
間
の
距
離
は
、
「
保

守
L

と
「
革
新
」
に
隔
り
が
小
さ
く
、
「
中
道
L

に
大
き
い
が
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
そ
れ
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
〈
ケ

l
ス
H
〉
の
一
ア
イ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
に
比
べ
、
軸
の
性
格

日英地方議員の党派構造

が
よ
り
複
合
的
に
な
っ
て
い
る
。
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
寸
階
級
」
「
業
種
」
「
地
域
居
住
L

寸
議
員
歴
」
の
ア

4
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を

な
し
、
第
日
軸
に
お
い
て
は
、
「
団
体
所
属
」
「
地
域
居
住
L

寸
議
員
歴
L

の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

I
軸
で
は
、
「
階
級
」
に
お
け
る
「
熟
練
労
働
者
」
|
|
「
上
級
管
理
職
」
、
寸
業
種
」
に
お
け
る
「
鉱
山
関
係
」
「
電
気
、
郵
便
、
鉄
道
関
係
」

|
|
「
大
学
教
師
」
、
「
地
域
居
住
歴
L
に
お
げ
る
「
初
年
以
上
L
I
-
-
J
u
i
四
年
L、
「
議
員
経
歴
」
に
お
け
る
「

9
1ロ
年
」
|
|
「
4

年
未
満
」
が
両
極
を
な
し
、
第
H
軸
で
は
、
「
団
体
所
属
L

に
お
け
る
寸
労
働
組
合
」

1
1
1
「
教
会
」
「
ビ
ジ
ネ
ス
グ
ル
ー
プ
」
「
ボ
ラ
ン
タ
リ
l

組
織
L、
「
地
域
居
住
歴
L
に
お
け
る
寸
叩
年
未
満
L
I
-
-
「
却
年
以
上
L、
寸
議
員
経
歴
」
に
お
け
る
寸
4
年
未
満
」
|
|
「
口
年
以
上
L
が

両
極
を
な
し
て
い
る
。

寸
党
派
L

の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
ど
の
年
令
層
に
お
い
て
も
「
労
働
党
」
と
「
連
合
派
」
が
両
極
を
な
し
て
寸
保

守
党
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
「
印
代
」
を
除
き
、
「
保
守
党
L

と
寸
労
働
党
L

が
両
極
を
な
し
て
い
る
。
三
「
党

派
」
聞
の
距
離
は
年
令
層
が
若
く
な
る
に
従
っ
て
近
接
す
る
が
、
「
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
L

間
で
み
る
と
、
「
印
代
L

の
年
令
層
で
最
も
離

北法40(5-6・II・915)2057



論説

表2社会的属性と党派(1)

市町村議員 県会議員 地域粗織(町内会) .02 011-.02 一.01-.04 06 

ケース IケースIIケースIII 非 -.02 -.01 021 .01 02 -.04 

Il n II 労働組合 261 .17 27 -.15 -.17 03 

間有値 190 160 200 170 224 190 非 一.06-.04 061 .03 05 一01

年 30代まで .09 .00 農協 -.19 09 .18 -.11 111 .12 

40~ .02 04 非 .09 -.04 09 .05 -.05 -.06 

令 50代 一.01 05 

60代以上 -.02 .02 

地元生れ -.16 .00 161-.00 .18 -.02 

体役員団商工団体
.06 -.33 05 .33 171 .11 

非 -.03 .19 .03 -.19 ー.12一.08

外郭団体 -.04 一.06 041 .05 .05 24 

戦別から 141-.09 -.15 .081-.07 .08 非 021 .04 03 -.03 一.02 13 

昭和20年~ 18 051-.18 一.04-.21 .13 宗教団体 -.02 .00 02 -.02 -.03 05 

域地 30年前半 16 02 16 一.01 非 .00 -.00 。。 .00 01 -.01 
居住肢
30年後半 。09一。08 .08 .08 

40年前半 .121 .01 .12 .00 

スポーツ団体 .06 一13 05 .14 02 。7
非 一.03 071 .02 一.07 01 。06

40年後半 .141 .06 -.14 .05 ロータリー・ライオンズ .04 .26 ‘03 .26 .19 .09 

50年~ 04 .03 一.05 03 非 01 .07 。。 ー.07一.08-.04 
NA 。1 .01 一.01 02 戦前 一.00-.03 。。 .02 
地元出身 15 .00 .15 。。 .18 -.02 20年代前半(20年代)一.04-.04 04 .01 051 .21 

県内郡部 .221-.01 。23 。021-.21 .06 20年代後半(30- ) -.02 一.10 .01 07 -.15 03 

県内市部 .191-.00 。19 .011-.16 .02 30年代前半(34-) 06 一.05 06 03 一.07 19 

出東北郡部 .051 .02 -.06 -.03 

東北市部 .101-.00 -.10 01 

身市部 131 .01 一12 .00 

候歴立補 30年代後半(38-) 04 一.02 05 01 一.01 16 

40年代前半(42-) -.03 04 02 一.06 。。 18 
40年代後半(46- ) 01 02 .01 -.00 -.00 .05 

郡部 031 .02 -.03 .01 50年代 (50- ) -.01 .021 .03 。。 一10¥10 
その他 091 .08 09 .07 (54- ) .07 .15 

NA 021 .05 02 05 (58-) .11 一15

農林水専業 26 151 .26 14 061-.10 NA 。。 .00 -.00 01 .00 05 
農林水兼業 一.09 03 091 .03 .061-.02 1回 一.01 .011 .02 .00 .08 ¥21 

自営 .111-.33 10 341 .19 .06 2回 一.01 .011 .02 .00 .04 11 

職自由業(その他) 061-.02 -.06 021-.02 -.151 

会社 .131-.19 -.12 .211 .16 04 

教員 .111 .13 一12 15 
業官・公務 211 .22 -.22 20 -.09 08 

団体役員 .041 .05 05 .07 04 15 

3回 011 .02 .01 -.01 一.09一.06

選当 4 回 -.00 .061 .00 一.07-.02 12 

数回 5 回
061-.05 06 04 

6回 05 -.09 05 ~1-.03 
7図 -.03 一.03

35 
03 。。

政党役員 .141 .09 一13 11 -.27 02 
8図 一.00-.12 。。 .08 

無職 .011 .07 -.02 08 -.10 -.20 

農林水産業 一.29 .151 .29 .15 081-.03 

商業 111-.32 -.10 .321 .16 .01 

製造業 071-.15 06 .161 .10 .09 

不動産業 021-.08 -.01 

業土木・建設業 061-.14 .06 .06 

医療・教育 .071-.02 -.07 021 .01 10 

種金融 .001-.03 。。 02 

NA 一.02-.01 011-.01 

保守⑮⑩ .021-.13 011 .09 -.00 -.16 

⑨⑩  -.14 -.03 051 .10 081-.14 

@ 121 .02 .10 一.01

@ .02 一.01 .12 .20 

党革新固図 24 .161-.10 一.06

園困 16 .151-.14 ←.08 .12 .06 

派
図 。21 。16 16 .03 

図 09 一.05-.08 18 
公務 181 .21 -.20 .19 一.03 .24 

宗教 031 .03 03 .03 
中道 a At. 12 011-.03 02 
AA  06 .02一.08-.04 一.02-.09 

政治 161 .12 一16ー.14-.31 .03 A 08 011-.22 。。
，巴j空{旦 101 .15 11 .17 -.06 一.19

」 ム 04 。02一.04 .09 
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日英地方議員の党派構造

表3社会的属性と党派 (2) 

テ.ィストリクト議員 カウンティ議員 Trade Union 一.03-.25 061-.25 041 .12 

ケース I ケース11ケースIII no 031 .24 -Ofi 241-.04 B 

II I Il Il Prolessional ass'n 231 .07 ー.23 03¥18 05 

固有値 .191 .174 204 176 .192 182 no 一.17一.05 .171-.02 .121-.03 

300;:まで 151-.28 Business groups .071 .17 一10 151-.14 二21

年 40代 061-.09 no 一.03 .07 04ー.06 .061 .08 

令 50代 -.02 05 

60代以上 一16 28 

5年以下 101 -.03 .08 -.04 

6-9年
-.09 20 

.151-.02 。16-.05 

体所属団 Sn o o c i a l C l ub 
.041-.01 -.03 一.02ヘ15-.03 

.04 011 .03 。021.13 03 

Church Club .181 .18 20 151-.11 .22 

no 一ー10一.10 .111-.08 .06 .11 

.131-.15 一11 16 -.12 .23 Charitable org .151 .09 -.16 .081-.14 -.27 

15-19年 .10一.04-.09 .06 -.17 .03 no -.12 -.07 121-.06 101 .20 

20-29年 021 .07 -.03 .06 -.02 。。 Voluntary org .14 091-.14 .08 -.18 一.22

30年以上 一.22 061 .22 09 201-.16 no 一10一.06 101-.06 ー13 .16 

NA .04 。06一.04 06 03 03 Civic Groups 181 .00 -.17 一00 .16 一16

出 native 一19-.04 191-.01 151-.16 no 一.17一.00 161 .00 .17 18 

身 no .141 .03 15 01 -.13 .13 -4年 .15 一12-.14 一ー14 17 16 

over 30hou問 .11 一15一.10一19-.08 ‘14 

職山田町 work .01 。05 .00 03 -.05 ‘03 

housewile 021 .02 021 .03 .00 ‘02 

5-8年 。。 一.01-.01 -.02 .01 05 
議員歴 9-12 年 -.09 ー14 07 .15 .19 .09 

13-16年 一.06 .02 07 .03 .15 一01

業 nopaid .00 一.04 01 -.03 04 、03 17年以上 一.11 .01 12 04 -.04 -.16 

retired .19 25 16 ー30 .151-.20 -24才 .09 一10-.07 -.11 02 05 

higher managerial .16 .00 一.15 01 -.16 ‘09 25-29才 051-.18 .03 -.18 .06 15 

lower managerial .13 。14 15 12 08 -.01 

陪 skillednon.manual 一.02-.02 .01 一.03 05 ‘08 

lower non.manual .06 -.13 07 一.13 111-.03 

級 skilledmanual 一27一.06 27 .03 171 .00 

semi.skilled manual -.11 。06 ー12-.04 

初立候補苦330E~~33m4才才
ー.02 10 05 .08 。。 .04 
.02 07 -.02 .10 ー10 02 

40-44才 一.11 .06 101 .06 13 一.08

45-49才 一.10 11 .00 101-.01 -.09 

50-54才 04 101 .02 .12 .05 06 

others 一.00 。。 .02 03 13 .ull 55-59才 .08 .11 -.09 .10 -.01 -.05 

農業 .01 141-.04 .12 .08 、05 60才以上 .01 .23 -.04 ー25 02 一.06

鉱業 .17 。7 17 一.05 11 ‘02 Con Q @i .06 05 -.06 -.07 
商業・サービス 一.06 06 .04 06 01 。。 ⑧⑩  031 .26 一.11 001-.07 .04 

新聞・報道・出版 04← 02 一.03 04 04 001 @ 04 .09 12 .19 

業製造業 -.15 01 .14 02 05 .03 

不動産・土木建設 .01 。。 -.01 -.00 08 .16 
種電気・郵便・鉄道 一.14-.08 .15 一.07 12 .04 

医療・弁護士 06 。。 .06 一.01-.12 01 
教師 131 .09 一.14 09 ー12 .00 

@ → 00 .32 16 一.12

Lab 田園 一.00-.17 -.06 。27-.04 .21 

党 国困 -.18 .16 .07 一17¥02 .09 

派
図 .13 一.05 02 一.04

画 231 .11 26 一.01

大学・高専 14 -.06 一.13-.06 一20 .09 All ム A 121-.08 一12-.10 10 ー18

金融業 .08 -.07 06 一.09 .&t，.A1. 14 。。 一.08一.06¥08 .04 
公務 081-.01 -.09 .02 081 .00 A -.05 01 一ー13 01 

その他 ← 01 .00 .03 04 .05 ‘04 A ー。04 121-.11 .08 
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説

れ
、
「
却
代
」
の
年
令
層
で
最
も
近
接
し
て
い
る
。
他
方
、
各
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
各
年
令
層
グ
ル
ー
プ
聞
の
距
離
は

「
連
合
派
」
に
隔
り
が
小
さ
く
、
「
保
守
党
L

と
「
労
働
党
」
に
大
き
い
が
、
そ
の
際
、

J
山
代
L

と
寸

ω代
以
上
」
の
聞
は
第
I
軸
に
お
い

て
弁
別
さ
れ
、
「
印
代
」
と
そ
れ
以
下
の
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
聞
は
第
H
軸
に
お
い
て
弁
別
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、
第
I
軸
、
第
H
軸
の
性
格
は
両
国
間
で
か
な
り
類
似
し
て
い
る
が
、
〈
ケ

l
ス
I
〉
、
〈
ケ

l
ス
H
〉

の
場
合
と
同
様
、
最
も
顕
著
な
差
異
点
は
寸
党
派
L

の
配
置
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
で
日
本
の
場

合
は
、
寸

ω代
以
上
」
を
除
き
、
ど
の
年
令
層
に
お
い
て
も
、
各
「
党
派
」
が
直
線
上
に
配
列
す
る
こ
極
構
造
を
と
る
の
に
対
し
、
英
国
の
場

合
は
、
い
ず
れ
の
年
令
層
に
お
い
て
も
、
三
つ
の
「
党
派
」
が
そ
れ
ぞ
れ
極
を
な
す
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
保
守
」
と
寸
革

新
」
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
」
に
つ
い
て
、
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
職
業
的
背
景
の
性
格
を
も
っ
第
I
軸
に
お
け
る

弁
別
の
程
度
は
、
日
本
の
場
合
に
小
さ
く
、
英
国
の
場
合
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

""、両間

二
、
政
治
的
意
見
と
党
派

地
方
議
員
を
政
治
的
意
見
か
ら
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
分
類
で
き
る
か
、
ま
た
、
各
寸
党
派
」
が
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
る

か
を
、
同
じ
く
数
量
化
凹
類
の
手
法
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
政
治
的
意
見
と
し
て
、
「
政
治
状
況
の
認
識
L

に
関
す
る
も

の
|
|
「
最
近
の
社
会
変
化
一
般
」
に
対
す
る
「
よ
い
変
化
」
「
わ
る
い
変
化
L

の
認
知
、
「
国
政
の
傾
向
」
「
地
方
政
治
に
お
け
る
変
化
」

寸
地
方
議
会
の
現
状
L

に
つ
い
て
の
認
識
|
|
、
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
も
の
|
|
寸
政
治
の
あ
り
方
」
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る

態
度
」
「
国
と
自
治
体
の
関
係
」
「
地
方
議
会
の
役
割
L

「
開
発
の
促
進
方
向
」
「
開
発
の
抑
制
方
向
L

I

-

-

、
「
政
治
ス
タ
イ
ル
L

に
関
す
る

も
の
|
|
「
政
党
化
に
対
す
る
評
価
L

「
議
員
イ
メ
ー
ジ
L

寸
住
民
と
の
通
話
の
方
式
L

寸
選
挙
活
動
」
|
|
、
総
計
一
五
項
目
を
設
定
し
て
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あ
る
。
そ
し
て
、
基
礎
自
治
体
の
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
党
派
」
を
寸
市
部
L
「
郡
部
L
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
た
場
合
を
〈
ケ
l
ス

I
v、
年

令
層
別
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
た
場
合
を
〈
ケ
l
ス
H
〉
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
げ
し
た
場
合
を

〈
ケ
l
ス
凹
〉
と
し
、
広
域
自
治
体
の
議
員
に
つ
い
て
、
年
令
層
別
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
た
場
合
を
〈
ケ
l
ス

W
〉
、
「
中
央
・
地
方
関
係

に
対
す
る
態
度
」
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
し
た
場
合
を
〈
ケ
l
ス
V
〉
と
す
る
。

〈ケ

l
ス
I
〉

「
市
部
L
「
郡
部
L
別

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
寸
政
治
志
向
」
に
関
わ
る
寸
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L
と
「
政
治
の

あ
り
方
L
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
加
え
て
、
「
住
民
通
話
の
方
式
L
や
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
極
を
な
し
、
第
H
軸
に
お
い
て
も
、
寸
政
治
志
向
L
に
関
わ
る
「
政
治
の
あ
り
方
」
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
、
そ
れ
に
加

え
て
「
開
発
の
方
向
L
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
で
は
、
「
政
治
の
あ
り
方
L
に
お
け
る
「
理

日英地方議員の党派構造

想
・
正
義
の
追
求
L
1
1
「
強
い
指
導
力
L
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
お
け
る
「
地
方
主
義
型
」
|
|
「
中
央
直
結
型
」
、
寸
住

民
通
話
の
方
式
」
に
お
け
る
寸
パ
ン
フ
の
配
布
」
|
1
1
「
町
内
会
の
会
合
L
、
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
に
お
け
る
「
保
守
化
L
|
|
「
個
人

主
義
化
」
が
両
極
を
な
し
、
第
H
軸
で
は
、
「
政
治
の
あ
り
方
」
に
お
け
る
寸
理
想
・
正
義
の
追
求
L
|
l
'
「
強
い
指
導
力
」
、
「
中
央
・
地
方

関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
お
け
る
「
地
方
主
義
型
」
|
|
「
中
央
直
結
型
」
、
寸
開
発
の
方
向
」
に
お
け
る
寸
工
業
抑
制
L
l
l
「
工
業
促
進
」

が
両
極
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
の
分
布
を
み
る
と
、
両
軸
上
で
極
を
な
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ほ
ぼ
共

一
次
直
線
上
に
近
接
す
る
型
の
分
布
と
な
る
。

通
し
て
い
る
結
果
、

北法40(5-6・II・919)2061



市町村議員

l" よい変化"開発使進」
6 'わるい変化"開発銅制J

論

図4政治的意見と「党派」ケース I

A姻人主様化・ A薗禦

町内会有力政省.. ...... 

~. . 一一---i市
匂厄ZFL峰、7

中失E結晶、欄カ

-LJJ: f Rそ日
循祉ザピス

A. 
..嶋抑制

-世路役

-利書綱盤

O保守
ム中道

口革新

ディストリクト議員

『よい変化"開発促進」

6 'わるい変化開発銅餅』

企パミッ y ブ社会. 

:十:主!:?で;J
Z四 2lhz

.MPの後温金
-無所属消失

~1t~ -自主財源

t酬促進

o Con 
ムAII
口Lab

北法40(5-6・II.920) 2062 



」
兄
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
社
会
的
属
性
に
関
す
る
〈
ケ
l
ス

I
〉
の
場
合
と
同
様
、
第
I
軸
に
お
い
て
も
、
第
H
軸
に
お
い
て

も
、
「
市
部
」
「
郡
部
」
の
別
な
く
、
「
保
守
L
と
「
革
新
L
が
両
極
を
な
し
、
寸
中
道
L
が
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
中
道
」

の
位
置
関
係
は
、
社
会
的
属
性
の
場
合
に
は
「
保
守
」
と
寸
革
新
」
と
の
丁
度
中
間
を
占
め
る
が
、
政
治
的
意
見
の
場
合
に
は
「
保
守
」
寄

り
の
位
置
に
あ
る
。
「
党
派
」
聞
の
距
離
を
寸
市
部
」
「
郡
部
」
間
で
比
較
す
る
と
、
「
市
部
L
よ
り
「
郡
部
L
に
お
い
て
「
保
守
」
と
「
革
新
」

聞
の
距
離
が
遠
い
。
他
方
、
「
市
部
」
寸
郡
部
L
聞
の
距
離
は
、
社
会
的
属
性
の
場
合
と
同
様
、
「
中
道
」
と
寸
革
新
」
で
は
隔
り
が
小
さ
く
、

「
保
守
」
で
大
き
い
。

日英地方議員の党派構造

英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
、
第
H
軸
と
も
に
、
「
政
治
状
況
の
認
識
L
に
関
わ
る
ほ
と
ん
ど
の
ア
イ

テ
ム
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
加
え
て
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
政
治
志
向
し
に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
第
H
軸
に
お
い

て
は
「
政
治
ス
タ
イ
ル
し
に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
で
は
、
「
よ
い
変
化
の
認
知
L
に

お
け
る
「
保
守
化
」
|
|
「
平
等
化
」
、
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
に
お
け
る
「
パ

1
ミ
ツ
シ
プ
社
会
」
|
|
「
社
会
格
差
の
拡
大
」
、
「
国
政

の
傾
向
」
に
お
り
る
寸
官
僚
化
」
l
l
「
中
央
集
権
化
」
、
「
地
方
政
治
変
化
」
に
お
げ
る
「
政
党
支
配
L
I
-
-
寸
国
依
存
」
、
「
地
方
議
会
の

現
状
認
識
し
に
お
け
る
「
党
派
過
剰
」
|
|
寸
中
央
優
位
」
、
加
え
て
、
寸
政
治
の
あ
り
方
」
に
お
け
る
「
強
い
指
導
力
」
寸
効
率
L
l
l
寸
暖

か
い
政
治
L
、
寸
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L
に
お
け
る
「
中
央
直
結
型
L
|
|
「
地
方
主
義
型
」
、
「
開
発
の
方
向
」
に
お
け
る
「
住

宅
開
発
抑
制
L
I
-
-
住
宅
開
発
促
進
L
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。
第
H
軸
で
は
、
「
よ
い
変
化
の
認
知
L
に
お
け
る
「
標
準
化
」
|
|
「
多

元
化
ヘ
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
に
お
け
る
寸
パ
l
ミ
ツ
シ
プ
社
会
」
|
|
「
官
僚
化
L
、
「
国
政
の
傾
向
L
に
お
け
る
「
地
方
へ
の
無
関
心
L

|
|
「
中
央
集
中
化
」
、
「
地
方
政
治
変
化
」
に
お
け
る
「
官
僚
化
L
|
|
「
政
党
支
配
」
、
「
地
方
議
会
の
現
状
認
識
L
に
お
け
る
「
行
政
優

位
」
|
|
「
審
議
形
骸
化
」
、
加
え
て
、
「
固
と
自
治
体
の
関
係
L
に
お
け
る
「
委
任
事
務
の
削
減
」
|
|
「
自
主
財
源
の
戸
、
「
政
党
化
に

対
す
る
評
価
」
に
お
け
る
「
意
見
反
映
」
|
|
「
国
会
議
員
の
後
援
組
織
L
「
無
所
属
議
員
の
立
候
補
困
難
」
、
「
住
民
通
話
の
方
式
L
に
お
け
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説

る
「
支
持
団
体
の
会
ム
F
i
j
i
「
パ
ン
フ
の
配
布
L

が
両
極
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
ア
イ
テ
ム
別
に
み
る
と
、
第
I
軸
と
第
H
軸
で

極
を
な
し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。

n
w
d
 

「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
「
市
部
」
寸
郡
部
L

の
別
な
く
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
保
守
党
L

と
「
労
働
党
」
が
両
極
を
な
し
て

H

「
連
合
派
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
「
労
働
党
」
と
「
連
合
派
L

が
両
極
を
な
し
「
保
守
党
」
が
中
間
の
位
置
を
占
仕

め
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
で
は
、
三
つ
の
「
党
派
」
が
そ
れ
ぞ
れ
極
を
占
め
る
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
出

ま
た
、
「
党
派
」
聞
の
距
離
は
、
「
市
部
」
よ
り
寸
郡
部
L

に
隔
り
が
大
き
い
。
他
方
、
寸
市
部
」
「
郡
部
L

聞
の
隔
り
は
、
寸
連
合
派
」
に
は
な

j

く
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
」
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
」
凡
派
L

に
つ
い
て
も
、
第
I
軸
よ
り
第
H
軸

l
l
l
軸
の
性
格
規
定

論

に
寸
政
治
ス
タ
イ
ル
L

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、

の
ア
イ
テ
ム
が
関
わ
っ
て
い
る
ー
ー
ー
に
お
い
て
よ
り
大
き
い
。

ま
ず
、
軸
の
性
格
の
違
い
が
指
摘
で
き
る
。
日
本
の
場
合
、
政
治
的
意
見
を
パ
タ
ー
ン
分
類
す

る
と
き
の
軸
の
性
格
が
、
主
と
し
て
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
ア
イ
テ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

か
つ
世
上
「
保
守
」
「
革
新
L

を
分
け
る
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
政
治
的
象
徴
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
一
次
元
的
に
両
極
を
な
し
て
い
る
。
他
方
、
英
国
の
場
合
に
は
、

軸
の
性
格
が
「
政
治
状
況
の
認
識
」
に
関
す
る
ア
イ
テ
ム
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
、
か
つ
多
元
的
に
パ
タ
ー
ン
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
社
会
的
属
性
の
場
合
と
同
様
、
政
治
的
意
見
の
場
合
に
も
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
保
守
L

寸
革
新
」

を
結
ぶ
直
線
上
の
分
布
と
な
り
、
英
国
に
つ
い
て
は
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
英
聞
に
共
通
す
る
点
も
あ
り
、
寸
市
部
L

「郡

部
L

聞
の
弁
別
が
寸
政
治
ス
タ
イ
ル
L

に
関
す
る
ア
イ
テ
ム
を
要
因
と
す
る
軸
で
な
さ
れ
て
い
る
点
、
及
び
、
寸
党
派
L

聞
の
距
離
が
J
市
部
L

よ
り
「
郡
部
」
に
お
い
て
よ
り
大
き
い
点
が
そ
れ
で
あ
る
。



〈ケ

l
ス
H
〉

年
令
層
別

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ
ー
ス

I
〉
と
同
様
、
主
と
し
て
「
政
治
志
向
L

に
関
す
る
ア
イ

テ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
第
I
軸
で
「
党
派
」
の
弁
別
が
な
さ
れ
、
「
保
守
L

と
「
革
新
L

を
両
極
と
し
て
寸
中
道
」

が
中
間
的
な
位
置
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
「
却

iMW代
」
の
年
令
層
に
つ
い
て
は
、
「
保
守
」
と
「
中
道
L

の
占
め
る
位
置
が
重
な
っ
て
い
る
。

「
保
守
」
と
「
革
新
L

間
の
距
離
で
み
る
と
、
寸
却

1
却
代
」
の
年
令
層
で
は
離
れ
て
い
る
。
他
方
、
年
令
層
グ
ル
ー
プ
聞
の
距
離
を
み
る

「
党
、
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、

と
、
「
中
道
L

に
は
隔
り
が
な
く
、
「
保
守
L

と
寸
革
新
」
に
一
定
程
度
隔
り
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
「
保
守
L

寸
革
新
L

を
通
じ
て
、
第
-

軸
に
お
い
て
は
「
却
代
L

及
び
「
叫
代
L

と
「
叩
代
L

及
び
「
伺
代
以
上
L

が
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
初
代
か
ら
叩
代
ま
で
L

と
「

ω代

以
上
」
が
弁
別
さ
れ
て
い
る
。

英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ
!
ス

I
〉
と
同
様
、
主
と
し
て
「
政
治
状

日英地方議員の党派構造

況
の
認
識
L

に
関
す
る
ア
イ
テ
ム
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
年
令
層
の
別
な
く
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
」
が
両
極
を
な
し
て
「
連
合
派
L

が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
労
働
党
」
と
「
連
合
派
L

が
両
極
を
占
め
、
「
保
守
党
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
に
お
い
て
は
、

J
山
代
L

は
や
や
例
外
と
し
て
、
寸
党
派
」
の
配
置
は
三
極
構
造
を
な
し
、
「
党
派
」
聞
の

距
離
は
「
印
代
」
及
び
寸

ω代
以
上
L

に
比
し
て
、
「
却
代
」
及
び
「
却
代
L

に
隔
り
が
大
き
い
。
他
方
、
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を

み
る
と
、
「
党
派
」
に
よ
っ
て
弁
別
の
態
様
が
異
な
っ
て
い
る
。
「
保
守
党
L

及
び
「
連
合
派
」
に
つ
い
て
は
、
第
H
軸
に
お
い
て
年
令
層
が

北法40(5-6・II・923)2065
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の
場
合
は
、
「
初
代
」
コ
初
代
と
団
代
L

「
ω代
以
上
」
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
寸
連
合
派
」
の
場
合
は
、
「
初
代

と
判
代
」
「
叩
代
と

ω代
以
上
」
の
二
グ
ル
ー
プ
に
弁
別
さ
れ
る
。
そ
れ
と
異
な
り
、
寸
労
働
党
」
に
つ
い
て
は
、
第
I
軸
に
お
い
て
年
令
層

が
弁
別
さ
れ
、
「
初
代
」
と
「
却
代
以
上
」
の
ニ
グ
ル
ー
プ
に
分
り
ら
れ
る
。

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、
軸
の
性
格
、
「
党
派
」
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
〈
ケ

l
ス
I
〉
の
場
合
に
見
出
さ
れ
た
の
と

ま
っ
た
く
同
様
の
差
異
点
を
指
摘
で
き
る
。
加
え
て
、
「
党
派
L

を
年
令
層
別
に
み
た
場
合
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
同
一
「
党
派
L

内
の
各
年

令
層
聞
の
距
離
が
小
さ
く
、
英
国
に
つ
い
て
は
隔
り
が
大
き
い
が
、
各
「
党
派
」
聞
の
距
離
は
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
初
代
及
び
却
代
」
の

年
令
層
で
近
接
し
て
お
り
、
英
国
に
つ
い
て
は
、
逆
に
、
そ
の
年
令
層
で
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
対
照
も
見
出
せ
る
。

弁
別
さ
れ
、
「
保
守
党
L

〈ケ

l
ス
田
〉

「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

別

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
、
「
党
派
」
を
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
す
る
と
、
各
ア
イ
テ

ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
一
つ
の
軸
|
|
第
日
軸
|
|
上
に
ほ
ぼ
収
飲
す
る
形
で
分
布
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
第
H
軸
上
に
お
い
て
、
「
中
央
・

日英地方議員の党派構造

地
方
に
対
す
る
態
度
」
寸
政
治
の
あ
り
方
」
寸
わ
る
い
変
化
の
認
知
L

「
開
発
の
方
向
」
の
ヂ
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。

「
党
派
L

の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
寸
党
派
」
の
弁
別
も
第
I
軸
上
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
、
「
保
守
」
と
「
革
新
」
が
両
極
を
な
し
て
い

る
が
、
「
中
道
L

は
「
保
守
」
の
一
部
と
重
な
っ
て
い
る
。
寸
保
守
L

と
「
革
新
L

聞
の
距
離
を
み
る
と
、
寸
保
守
の
中
央
直
結
型
L

と
「
革
新

の
地
方
主
義
型
L

と
が
対
極
を
な
し
て
、
そ
の
間
の
距
離
が
際
立
っ
て
大
き
い
が
、
「
協
調
型
」
に
お
け
る
「
保
守
L

「
革
新
」
聞
の
距
離
よ

「
党
派
」
内
に
お
け
る
寸
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
三
つ
の

り
「
地
方
主
義
型
L

に
お
げ
る
そ
の
隔
り
の
方
が
大
き
い
。
他
方
、
同

態
度
グ
ル
ー
プ
聞
の
距
離
を
み
る
と
、
寸
中
道
」
に
つ
い
て
は
隔
り
が
な
く
、
「
保
守
L

と
寸
革
新
し
に
つ
い
て
各
グ
ル
ー
プ
が
弁
別
さ
れ
る

北法40(5-6・II・925)2067
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が
、
特
に
「
革
新
L

に
つ
い
て
寸
地
方
主
義
型
」
と
「
協
調
型
」
と
の
間
の
距
離
が
大
き
い
。

英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ

l
ス
I
v
、
〈
ケ

l
ス
H
〉
の
場
合
と
共
通

し
て
お
り
、
主
と
し
て
「
政
治
状
況
の
認
識
L

に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
「
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
三
つ
の
態
度
グ
ル
ー
プ
の
別
な
く
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
保
守
党
」

と
「
労
働
党
L

が
両
極
を
な
し
て
「
連
合
派
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
労
働
党
」
と
「
連
合
派
」
が
両
極
を
な
し

て
「
保
守
党
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
第
I
軸
と
第
H
軸
か
ら
な
る
平
面
上
で
は
、
三
「
党
派
L

の
配
置
関
係
が
三

極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
の
三
グ
ル
ー
プ
別
に
「
党
派
」
聞
の
距
離
を
み
る
と
、

い
ず
れ
の
グ

ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
寸
党
派
」
聞
の
距
離
が
大
き
い
が
、

と
り
わ
け
「
地
方
主
義
型
」
に
つ
い
て
隔
り
が
大
き
い
。
他
方
、
同
一

「
党
派
」

そ
の
弁
別
の
さ
れ
方
が
「
党
派
」
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
る
。
特
に
「
中
央
直
結
型
」
と
「
地
方
主
義
型
」
の
間
で
み
る
と
、
「
労
働
党
L

に
つ
い
て
は
第
I
軸
上
で
、
寸
連
合
派
」
に
つ
い
て
は

第
H
軸
上
で
、
「
保
守
党
L

に
つ
い
て
は
両
軸
上
で
弁
別
さ
れ
る
。

内
に
お
け
る
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、
英
国
の
場
合
は
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
が
〈
ケ
1
ス
I
v
、
〈
ケ

l
ス
H
〉
、
〈
ケ

l
ス
凹
〉

日英地方議員の党派構造

を
通
じ
全
く
共
通
し
、
各
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
布
も
全
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
が
、

日
本
の
場
合
、
〈
ケ

l
ス
凹
〉
で
は

各
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
布
が
第
H
軸
上
に
収
数
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
場
合
、
軸
の
性
格
規
定
に
お
い
て
、
「
中
央
・
地
方

ま
た
、
「
党
派
L

の
弁
別
と
そ
れ
と
の
重
複
度
が
大
き
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
「
党
派
L

の
配
置
関
係
は
、
こ
の
場
合
も
、
日
本
に
つ
い
て
は
寸
保
守
」
「
革
新
」
を
両
極
と
す
る
直
線
上
の
配
置
と
な
り
、
英
国
に
つ
い
て
は
三
極
構

の
中
央
直
結
型
」
と
寸
革
新
(
労
働
党
)
の
地
方
主
義
型
L

が
対
極
を
な
す
こ
と
、
「
党
派
」

関
係
に
対
す
る
態
度
L

の
比
重
が
大
き
い
こ
と
、

造
を
な
し
て
い
る
。
他
方
、
寸
保
守
(
保
守
党
)

聞
の
距
離
が
「
地
方
主
義
型
」
に
よ
り
大
で
あ
る
こ
と
は
、

日
英
両
国
に
共
通
す
る
。

北法40(5-6・II・927)2069



説

〈ケ
1
ス
W
〉

年
令
層
別

三A
両岡

日
本
の
県
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
、
市
町
村
議
会
議
員
に
つ
い
て
の
〈
ケ
1
ス
H
〉
と
ほ
ぼ
共
通
に
、
「
政
治
志
向
L
に

関
わ
る
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
¥
「
政
治
の
あ
り
方
」
、
「
開
発
の
方
向
L
、
加
え
て
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
」
の
ア
イ
テ
ム
・
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
と
異
な
り
、
「
政
治
状
況
の
認
識
L
に
関
わ
る
「
よ
い
変
化
の
認

知
」
、
「
国
政
の
傾
向
」
寸
地
方
政
治
の
変
化
L
、
「
地
方
議
会
の
現
状
認
識
」
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
I
軸
で
は
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
お
け
る
寸
地
方
主
義
型
」
|
|
寸
中
央
直
結
型
L
、
「
政
治
の
あ
り
方
」
に
お
け
る
「
清

潔
な
政
治
」
|
|
「
強
い
指
導
力
L
、
「
開
発
の
方
向
」
に
お
け
る
「
農
業
促
進
L
及
び
「
工
業
抑
制
」
|
|
「
工
業
促
進
」
、
「
わ
る
い
変
化

の
認
知
」
に
お
け
る
「
保
守
化
L
|
|
「
個
人
主
義
化
」
が
そ
れ
ぞ
れ
両
極
を
な
し
、
第
H
軸
で
は
、
「
よ
い
変
化
の
認
知
」
に
お
け
る
「
技

術
変
化
」
|
|
「
核
家
族
化
L
、
「
国
政
の
傾
向
」
に
お
け
る
「
指
導
力
低
下
L
I
-
-
「
官
僚
化
」
及
び
「
無
責
任
」
、
「
地
方
政
治
変
化
L
に

お
け
る
「
計
画
に
よ
る
長
期
展
望
L
|
|
寸
圧
力
団
体
増
大
」
、
「
地
方
議
会
の
現
状
認
識
」
に
お
け
る
「
行
政
の
専
門
化
」
|
|
「
党
派
過

剰
」
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。

「
党
派
」
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
第
I
軸
上
に
お
い
て
の
み
「
党
派
」
が
弁
別
さ
れ
、
ど
の
年
令
層
に
つ
い
て
も
、
寸
保
守
L

と
「
革
新
L
が
両
極
を
な
し
て
「
中
道
L
が
中
間
の
位
置
を
占
め
る
直
線
上
に
分
布
す
る
。
特
に
寸
保
守
L
と
「
革
新
」
聞
の
距
離
に
つ
い
て
み

る
と
、
「
叩
代
L
の
年
令
層
に
そ
の
隔
り
が
大
き
い
。
他
方
、
各
年
令
層
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
各
「
党
派
L
に
共
通
す
る
分
布
パ
タ
ー

ン
は
見
出
せ
な
い
が
、
寸
中
道
」
に
は
年
令
層
グ
ル
ー
プ
聞
の
隔
り
が
な
い
こ
と
、
「
保
守
L
「
革
新
」
を
弁
別
す
る
第
I
軸
上
で
、
「
保
守
」
に
つ

い
て
は
年
令
層
順
に
右
よ
り
に
分
布
し
、
寸
革
新
」
に
つ
い
て
は
「
叩
代
」
の
年
令
層
が
最
左
翼
に
位
置
し
て
い
る
。

北法40(5-6・II・928)2070
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説

英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
と
ほ
ぽ
同
様
に
、
第
I
軸
、
第
日

軸
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
「
政
治
状
況
の
認
識
」
に
関
わ
る
ほ
と
ん
ど
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
加
え
て
、
第
I
軸
に
お
い

て
は
、
「
政
治
志
向
L
に
関
わ
る
「
政
治
の
あ
り
方
L
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L
「
国
と
自
治
体
の
関
係
」
「
開
発
の
方
向
」
の
ア

イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
「
政
治
ス
タ
イ
ル
」
に
関
わ
る
寸
政
党
化
の
評
価
」
「
住
民
通
話
の
方
式
」
、
及

び
「
地
方
議
会
の
役
割
」
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
極
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
I
軸
で
は
、
「
よ
い
変
化
の
認
知
L
に
お
け
る

「
保
守
化
」
|
|
「
平
等
化
L
、
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
」
に
お
け
る
「
パ
l
ミ
ツ
シ
プ
社
会
L
|
|
「
社
会
的
格
差
の
拡
大
」
、
「
国
政
の
傾

向
」
に
お
け
る
「
地
方
無
視
」
|
|
「
中
央
集
権
化
」
、
寸
地
方
政
治
変
化
」
に
お
け
る
「
政
党
支
配
」
|
|
「
問
題
の
多
様
化
ヘ
「
地
方
議

会
の
現
状
認
識
」
に
お
げ
る
「
党
派
過
剰
」
l
|
寸
中
央
優
位
」
、
及
び
「
政
治
の
あ
り
方
」
に
お
け
る
寸
強
い
指
導
力
」
|
|
l
「
暖
か
い
政

治
」
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
に
お
け
る
「
協
調
型
」
|
|
|
寸
地
方
主
義
型
」
、
「
固
と
自
治
体
の
関
係
」
に
お
け
る
「
有
力
政

治
家
の
輩
出
」
|
|
「
財
政
自
主
権
」
、
「
開
発
の
方
向
」
に
お
け
る
「
住
宅
開
発
抑
制
L
I
-
-
「
イ
ン
フ
ラ
整
備
促
進
」
が
両
極
を
な
し
、

論

第
H
軸
で
は
、
「
よ
い
変
化
の
認
知
」
に
お
け
る
「
多
元
化
」
|
|
「
ス
ピ
ー
ド
化
」
、
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
」
に
お
け
る
「
中
央
集
権
化
」

|
|
「
社
会
的
格
差
拡
大
L
、
「
地
方
政
治
変
化
」
に
お
け
る
「
政
治
支
配
」
|
l
「
官
僚
化
」
、
「
政
党
化
の
評
価
」
に
お
け
る
「
無
所
属
消

失
」
l
l
「
多
様
意
見
の
反
映
L
、
寸
住
民
通
話
の
方
式
」
に
お
け
る
「
パ
ン
フ
配
布
」
|
|
「
政
党
集
会
」
、
「
地
方
議
会
の
役
割
」
に
お
け

そ
し
て
、
こ
の
場
合
も
、
同
一
ア
イ
テ
ム
に
つ
い
て
、
第
I
軸
と
第
H
軸

る
「
合
意
形
成
」
|
|
「
住
民
啓
発
L
が
両
極
を
な
し
て
い
る
。

で
極
を
な
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
党
派
L
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
ー
部
の
例
外
を
除
き
ど
の
年
令
層
に
お
い
て
も
、
第
一
軸
に
お
い
て
は
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
」

が
両
極
を
な
し
て
「
連
合
派
」
が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
、
「
労
働
党
L
と
「
連
合
派
L
が
両
極
を
な
し
「
保
守
党
L
が
中
間

の
位
置
を
占
め
、
第
I
軸
と
第
日
軸
か
ら
な
る
平
面
上
に
お
い
て
は
、
各
「
党
派
」
の
配
置
が
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
党
派
」
聞
の

北法40(5-6・II・930)2072 



距
離
関
係
に
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
年
令
層
別
の
際
立
っ
た
差
異
は
な
い
。
他
方
、
年
令
層

別
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
二
一
「
党
派
」
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
第
I
軸
上
で
年
令
層
順
に
配
列
し
て
い
る
。
年
令
層
グ
ル
ー
プ
聞
の
隔
り
は
寸
連

合
派
」
に
つ
い
て
小
さ
く
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
L

に
つ
い
て
み
ら
れ
る
が
、
「
保
守
党
」
に
つ
い
て
は
「

ω代
以
上
及
び
叩
代
」
と
寸
却

代
」
、
寸
労
働
党
L

に
つ
い
て
は
「
初
代
、
判
代
及
び
印
代
」
と
「

ω代
以
上
L

の
年
令
層
聞
が
弁
別
さ
れ
る
。

以
上
の
結
果
を
日
英
聞
で
比
較
す
る
と
、
英
国
の
場
合
は
、
第
I
軸
、
第
H
軸
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
軸
の
性
格
規
定
に
お
い
て
「
政
治

状
況
の
認
識
」
に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
の
比
重
が
大
き
い
の
に
対
し
、

日
本
の
場
合
に
は
、
軸
の
性
格
規
定
に
お
い
て
、
第
I
軸
に
つ
い
て
は

「
政
治
志
向
」
に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
、
第
H
軸
に
つ
い
て
は
寸
政
治
状
況
の
認
識
L

に
関
わ
る
ア
イ
テ
ム
の
比
重
が
大
き
い
と
い
う
差
異
が

あ
る
。
「
党
派
」
の
平
面
上
に
お
け
る
配
置
関
係
を
み
る
と
、
基
礎
自
治
体
議
員
の
〈
ケ

l
ス
H
〉
の
場
合
と
同
様
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
「
保

守
」
と
「
革
新
L

を
両
極
と
し
寸
中
道
L

が
中
間
の
位
置
を
占
め
る
直
線
上
の
配
置
と
な
り
、
英
国
に
つ
い
て
は
、
一
ニ
「
党
派
」
が
そ
れ
ぞ

れ
極
を
占
め
る
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
各
「
党
派
」
に
お
け
る
年
令
層
グ
ル
ー
プ
聞
の
距
離
は
、
英
国
の
場
合
に
比
べ
、
日
本
の
場
合

に
隔
り
が
小
さ
い
。

日英地方議員の党派構造

〈ケ

l
ス
V
〉
寸
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

別

日
本
の
県
議
会
議
員
の
場
合
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ
1
ス
W
〉
の
場
合
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
「
党
派
L

の
配
置
関
係
は
、

市
町
村
議
会
議
員
に
つ
い
て
の
〈
ケ
ー
ス
旧
〉
の
場
合
に
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
党
派
」
の
弁
別
は
一
つ
の
軸
|
|
第
I
軸
ー
ー

に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
、
「
保
守
」
と
寸
革
新
L

が
両
極
を
な
し
寸
中
道
L

が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
か
つ
寸
中
道
」
は
「
保
守
」
の
一
部
と

重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寸
保
守
の
中
央
直
結
型
L

と
「
革
新
の
地
方
主
義
型
」
が
対
極
を
な
す
が
、
「
保
守
」
と
「
革
新
」
と
の
聞
の
距
離
は
、

北法40(5-6・II・931)2073 



論説
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「
地
方
主
義
型
L

に
つ
い
て
隔
り
が
よ
り
大
き
い
。
他
方
、
寸
中
央
・
地
方
に
対
す
る
態
度
」
の
グ
ル
ー
プ
聞
の
距
離
は
、

J
甲
道
L

に
小
さ

く
、
寸
革
新
」
に
つ
い
て
隔
り
が
み
ら
れ
る
が
、
「
保
守
L

に
お
け
る
「
中
央
直
結
型
L

と
「
地
方
主
義
型
」
、
「
革
新
L

に
お
け
る
「
協
調
型
L

と
寸
地
方
主
義
型
」
の
弁
別
が
、
「
保
守
L

「
革
新
」
を
弁
別
す
る
第
I
軸
上
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
も
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
は
、
〈
ケ

l
ス
W
〉
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
寸
党

日英地方議員の党派構造

派
」
の
配
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
吋
ア
イ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
つ
い
て
の
〈
ケ
!
ス
回
〉
と
同
様
、
第
I
軸
に
お
い
て
は
「
保

守
党
」
と
「
労
働
党
」
が
両
極
を
な
し
て
寸
連
合
派
L

が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
労
働
党
」
と
「
連
合
派
」
が
両
極

を
な
し
て
「
保
守
党
L

が
中
間
の
位
置
を
占
め
、
平
面
上
に
お
い
て
は
三
寸
党
派
」
が
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
I
軸
に
お

い
て
は
「
保
守
党
」
と
「
連
合
派
」
が
近
接
し
、
第
H
軸
に
お
い
て
は
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
」
が
近
接
し
て
い
る
。

「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L

の
三
グ
ル
ー
プ
別
に
「
党
派
L

聞
の
距
離
を
み
る
と
、
こ
こ
で
も
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
議
員
の
場
合

と
同
様
、
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
「
党
派
」
聞
の
距
離
が
大
き
い
が
、
と
り
わ
け
「
地
方
主
義
型
」
に
そ
の
隔
り
が
大
き
い
。
他

方
、
同
一
「
党
派
L

内
に
お
け
る
寸
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
グ
ル
ー
プ
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
弁
別
の
度
合
は
「
労
働
党
L

や
寸
連
合
派
」
に
比
べ
寸
保
守
党
」
に
小
さ
い
。
ま
た
弁
別
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
も
「
党
派
L

に
よ
っ
て
異
な
り
、
特
に
寸
中
央
直
結
型
L

と
「
地
方
主
義
型
L

の
間
で
み
る
と
、
「
保
守
党
」
及
び

J
カ
働
党
L

に
つ
い
て
は
第
I
軸
上
で
、
寸
連
合
派
L

に
つ
い
て
は
主
と
し
て
第
H

軸
上
で
弁
別
さ
れ
る
。

以
上
の
結
果
を
日
英
間
で
比
較
す
る
と
、
第
I
軸
及
び
第
H
軸
の
性
格
の
違
い
、
寸
党
派
L

の
配
置
関
係
に
お
け
る
両
国
間
の
差
異
点
は
、

〈ケ

l
ス
W
〉
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
他
方
、
「
保
守
(
保
守
党
)
L

と
寸
革
新
(
労
働
党
)
L

に
お
け
る
「
中
央
直
結
型
」
と
寸
地
方
主
義

型
」
の
弁
別
が
「
保
守
(
保
守
党
)
」
寸
革
新
(
労
働
党
)
L

を
弁
別
す
る
軸
上
で
な
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た
、
「
中
央
直
結
型
」
と
寸
地
方
主

義
型
」
の
聞
の
距
離
が
「
保
守
(
保
守
党
)
」
よ
り
寸
革
新
(
労
働
党
)
L

に
お
い
て
や
や
大
き
い
点
は
両
国
に
共
通
す
る
。
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表 4-1政治的意見と党派(1)

市町村議員 県議会議員

ケース I ケースII ケースIII ケースIV ケースV
II II 11 II I 11 

固有値 .171 163 .172 .165 .176 .164 .246 .192 .232 .202 
技術の変化 一.05 .00 05 .01 .04 03 05 .10 05 .10 
平等化 02 .08 02 .07 ー.04 .07 08 .01 一.09 .02 
個人主義化 .12 .00 .13 -.00 .09 .11 

よ 省力化、合理化 一.05 .01 .05 01 一.05 一.03 .03 .06 .04 .05 
し〉
両令化、核家族化 一.01 .01 一.02 01 ー.02 .00 .05 15 .07 .14 

刀化~ ζ 
都市化、多フE化 .02 .01 .02 .01 .00 02 -.05 一.09 一.07 .08 
保守化 一.00 一.03 .00 .02 .01 .02 
医療化、局所得化 一.00 .05 .00 .06 一.04 03 03 .00 -.04 .00 
NA .18 一.35 .16 ー.35 .38 一.12
技術の変化 .04 02 .04 .01 .01 .04 .01 06 一.01 .07 
平等化 一.03 -.01 .02 一.00 一.01 ー.03

わ 個人主義化 .14 .02 .13 .02 一.11 .10 .09 -.07 .08 .07 

る 省力化、合理化 .07 .07 07 .06 一.00 10 -.06 ー05 一.09 .03 
し〉 両令化、核家族化 -.06 一.01 -.06 一.01 一.03 一.06 05 一.05 .06 .05 
万ρ化k ι 都市化、多フE化 08 .12 .09 .13 一.02 17 -.01 一.03 -.00 一.04
保守化、宮僚主義化 .17 .08 .17 .07 .05 20 .26 01 28 04 .07 ー02 .07 。1
能力主義化 .03 .02 .03 .01 .00 .03 一.00 .00 一.00 .01 
NA .16 .38 .14 一.38 .39 一.15 .08 .20 .11 .18 
工業 -.07 .06 .07 一.05 一.01 .11 .10 一.05 .10 .07 
商業 .04 .05 .04 .05 -.00 .08 
農・漁業 一.01 01 .01 01 一.02 .00 ー13 .08 14 -.05 

開 住宅団地 .06 02 一.05 03 .05 .02 

発促進
観光 一.05 一.04 .05 一.04 .00 -.07 .05 .08 .05 .081 
市街地再開発 .02 .01 .01 .06 .00 .02 
生活基盤整備 .10 。7 ー10 06 .02 .13 一.08 .12 一.09 13 
環境整備 02 .02 .01 .01 一.00 .03 一.02 一.02 .01 .02 
NA .08 一.19 .07 .19 .20 一.07 一.00 一.05 .00 .06 
工業 .11 .14 .11 .14 一.02 .19 一.25 .00 .27 .04 
商業 一.07 .00 07 .01 一.05 一.05 一.00 -.06 一.01 一.04
農・漁業 .00 一.00 .00 ー.00 .00 。。 .03 -.00 .03 .02 

発抑制開

住宅団地 一.01 -.00 ー.01 一.00 -.00 .01 一.02 .05 一.01 05 
観光 一.01 .06 ー.00 .05 -.05 .04 一.04 .01 一.04 .00 
市街地再開発 -.05 .00 -.04 .00 一.03 一.03 .01 -.09 .01 .09 
生活基盤整備 -.02 -.00 -.02 一.00 一.01 一.02 .02 -.08 .01 .07 
環境整備 ー10 .07 .10 .07 .11 .03 
NA 一.01 一.16 .02 ¥15 .11 13 .10 .04 .11 .03 
指導力低下 一.10 .05 ー.10 一.05 一.02 .12 .09 一.13 .09 -.14 
保守化 06 .06 06 .05 一.00 .09 一.03 -.06 一.04 .06 

国 中央集権化 .02 .03 02 .02 一.00 .04 一.12 -.01 一.13 .00 

政 無目標 一.02 .03 .01 .04 一.03 .01 .02 一.06 .02 .07 
の 無責任 .02 .02 .02 02 一.00 .02 一.02 .09 -.02 10 

傾向 官僚化 .07 一.00 .07 一.00 .06 .06 .08 .13 10 13 
不安定 一.06 一.05 .06 一.05 ー.00 .09 .02 .03 02 03 
統制化 10 .05 .10 .06 .02 .11 
NA 一.00 ー.03 .00 一.03 .02 .01 .01 一.01 .02 .03 
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表4-2

強し〉指導力 一.16 .09 -.16 一.08 ←.03 一.19 .16 -.09 .17 -.11 
暖かい政治、思いやり ー.01 .02 .02 .02 -.03 .00 .03 .04 .03 05 

政姿勢治

清潔な政治 .10 .05 11 .04 .02 .11 .21 ー.02 .21 .01 
福祉・教育サービス .14 .00 14 .00 .09 .12 一.16 .07 .17 08 
話し合い 02 一.05 .01 05 05 ー.01 .04 .03 .04 .03 
効率 .00 .01 .00 01 01 .00 .03 .00 .02 一.00
理想や正義 .16 .15 .17 15 。。 .24 .08 .07 一.07 .08 
民間不干渉 .04 .06 .03 .06 08 ー.00

実 中央直結 一.19 一.09 .19 -.08 15 .06 
調和 一.03 -.00 一.03 -.00 .11 -.08 

方土也
地方主義 .27 .12 28 .10 .31 .04 
自主財源 -.05 ー.02 一.05 一.03 →.01 一.06 .06 .02 一.06 .02 

国 財政の主体性 10 .08 .10 07 .01 .14 一.00 一.02 一.00 一.00

と 人事交流 .06 .00 一.06 .00 一.03 一.05 .01 .01 .02 .01 

体治自
委任事務削減 06 .06 .06 06 一.00 .08 .02 -.02 .02 一.01
自主企画 .03 -.01 .04 -.01 .03 .02 .03 .03 .02 -.04 
有力政治家 .11 .03 -.11 .03 -.04 一.12 .08 .03 .09 .02 
NA .03 →.13 .02 一.12 12 一.06
国への依存 .02 .01 .01 .01 .02 一.01 .15 .00 一.15 .01 
机上計画 .00 一.02 一.00 .02 .01 一.01 .00 .03 一.01 .03 
長期展望 -.06 .01 一.06 .02 一.02 .06 .11 一.11 .10 一ー13

地
官僚主義 10 .08 .11 .08 .01 .14 .08 .05 -.09 07 

方政治変化

経済的影響力 .02 一.03 .02 -.03 .01 一.04 .00 一.01 一.01 。。
広域化 一.00 05 一.00 05 一.04 .03 .03 -.07 .01 一.08
大組織の発口、圧力団体 .02 。。 .02 01 01 。。 11 39 .16 .38 
施策の総花化 .02 .02 一.01 .02 -.02 .00 
住民の発言 一.00 一.01 一.00 -.00 。。 -.00 
集団主義化 .07 ー.00 .00 一.00 .01 .01 一.03 一.05
経済中心 .02 一.05 一.02 一.04 .02 ー.05

NA .02 一.28 .23 .29 .37 .01 
政策立案、決定 ー.04 一.01 一.03 .01 一.02 一.04 .08 一.17 .06 ー.18

士也
行政監視 一.00 .02 一.00 .01 一.01 .01 一.13 .06 一.14 .08 
住民意思代表 一.00 .01 .00 .02 一.01 .00 .03 一.01 一.03 一.01

議ぷZ方~ 利害対立調整 .20 .25 .20 一.26 .33 .01 
広報啓蒙 .01 .01 01 .01 一.00 .02 

の 首長補佐 一.02 一.06 -.03 .06 .02 一.07 .08 .36 .12 ー37
役割 多様利害反映 .04 .04 04 .04 .00 .07 
同意形成 .05 .08 .05 .08 .02 .10 
指導者型 一.03 .02 一.03 .03 .04 一.00 .04 .08 .03 .08 
中央優位 .05 .05 .05 .04 ー.00 .08 .09 一.01 一.10 .00 
首長優位 一.05 .01 一.05 .01 一.04 .02 .09 .07 .10 .05 

地
事務機構の未整備 -.01 -.01 .01 .01 .00 .02 
審議形骸化 .09 04 .10 .04 03 .10 05 一.07 一.07 一.06

議dZ方弘" 
党派性 .02 一.03 -.03 -.04 .00 一.05 .08 .13 .09 .12 
行政の専門化 .02 .03 02 .02 .01 .02 .04 一.11 .03 .11 

の 個別利害優先 一.02 .00 .02 .00 一.01 一.01 .06 .00 .07 .00 

現状 名誉職 一.02 .05 一.02 一.04 .02 -.05 
地域の非一体性 .03 .00 一.03 .01 03 一.03
住民エゴ -.02 一.01 .02 一.00 一.01 一.04 .01 一.01 .02 .01 

NA .00 .19 一.09 一.18 .14 一.14 .07 一.05 .06 .06 
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表 4-3

時代への即応性 .12 .07 .13 .05 .03 .14 一.02 一.11 一.04 ー.01
審議活発化 .03 .02 .02 .01 .00 .03 ー.00 -.06 一.00 ー.05
行政監視 .01 02 .01 .01 一.00 .02 ー.02 .05 一.02 .05 
意見反映 一.00 。。 ー.00 .00 ー.00 二01 .00 ー.02 .00 一.02

政
陳情機会等 .01 .02 .01 ー.02 .03 ー.00 .00 .02 01 .03 
非重要 一.02 .03 .02 .04 一.04 .00 .02 一.01 .02 -.02 

ク，ili也ら 単なる後援会 -.06 .02 .05 .02 一.05 .02 一.00 .08 .01 .10 

化
取り引き過多 -.01 .04 .01 .05 一.03 .02 一.00 .12 .01 .10 
請願採択 一.01 一.02 .01 一.02 .00 .03 
地域の実情と不一致 一.03 .00 ー.02 .01 .03 一.01 一.01 -.03 .00 一.05
利害対立 一.00 -.00 .00 .00 一.00 .00 05 -.03 .05 一.05
党派不要 一.04 -.06 .04 ー.05 .02 一.07 .00 .06 一.00 .07 
NA .04 .19 .03 ー.18 .17 一.10

議員
有力者型 .01 .05 .01 .05 一.03 .04 .08 ー.10 .08 ー.11
調停役型 一.09 一.04 一.09 一.04 一.03 .12 .05 ー.12 .05 一.13

イ 世話役型 .02 01 .02 .01 .00 .02 一.10 .00 一.11 .01 メ

政治屋型 .02 .00 .02 01 .01 .03 一.06 .05 -.06 .03 
ジ NA .18 .25 .18 ¥25 .31 .00 .11 .37 16 .36 
ノfンフ .21 .06 .20 .04 .08 .19 一.06 .01 一.05 .02 
個人演説会 03 一.01 .03 一.01 .03 01 .02 .05 .03 05 

住 町内会 12 -.04 .12 一.04 → 05 .13 .09 一.00 .09 -.02 
民
団体会合 .05 .07 .06 .08 01 .11 .09 一.12 .07 -.13 

通話 自治体の行事 一.02 .00 .02 .01 一.02 .01 .00 .03 一.00 04 
市町村政相談 .00 .03 .00 03 一.02 .02 
NA .04 一.04 .04 -.04 .06 .07 
地冗団体の推せん .03 一.03 一.04 一.04 .00 一.05 .06 .04 05 .05 
議会報告 .01 .03 .01 .03 01 03 。。 一.03 .00 一.03
要求くみ上げ 一.00 .02 .00 .02 一.02 .00 .08 一.06 .08 一.08

挙選活
後援会 一.04 .03 .04 04 一.05 .01 .05 -.05 .06 一.06
政党活動 .13 .02 .12 02 .06 .10 .17 一.00 ←.18 01 

動 大きな仕事 一.03 一.00 .03 。。 .01 .03 .04 一.08 .03 一.08
催物・集会 .05 .06 .06 。7 一.00 .09 
新しい向題提起 一.04 -.06 .04 一.05 .02 .07 .11 .01 11 .01 
世話役活動 .10 -.17 09 一.18 .20 -.03 一.02 .18 一.01 .17 
保守@)@)@ 一.01 一.03 .00 .04 -.05 一.21 .04 一.03 .16 04 
⑧@⑧  一.14 一.05 .00 .03 。。 ー.03 .08 .10 .12 -.09 
@⑧  .10 -.01 01 .02 .08 一.04 .01 .04 
@ .10 -.11 .14 一.02

党 革新田回 .25 14 .16 .08 
困回国 .28 .09 .17 .13 -.00 .12 一.22 .03 ー.16 .01 

派 回国 .23 09 14 .37 一.26 一.05 -.34 .04 
函 .19 -.05 -.14 .08 

中道 ，GL，:~ a .05 .04 .02 .02 .00 .01 
&A~ .03 .02 .02 .03 ←.01 .05 -.00 .04 一.01 一.01
&~ .04 .00 02 05 一.00 .01 一.01 08 
A .01 .02 一.02 -.03 
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表5-1政治的意見と党派 (2) 

ディストリクト議員 カウンティ議員

ケース I ケース II ケースIII ケスIV ケスV
II II II II II 

固有値 .269 171 .270 .176 .279 .183 .299 .228 .305 240 
平等化 .07 09 一.07 一.08 一.07ヘ05 .11 一.03 .12 02 
機械化 .06 04 .06 .03 .07 ー.05 .03 一.01 一.01 02 
標準化 05 .10 .05 -.12 .05 二12 一.09 一.10 .08 .06 
分極化 -.02 .05 .02 -.07 一.01 ー.07

よ 保守化 17 一.00 .17 .01 18 .01 .21 一.00 一.23 -.00 
し当 多冗化 一.06 -.20 一.06 22 -.06 .26 .06 .22 .06 一.20

変化 ノTーミッシプ社会 -.06 .02 .06 一.01 -.06 ー.02 06 .19 .07 .21 
集中化 .01 .09 .01 一.08 01 .09 
スピードイ1:: 04 -.05 .04 .02 .04 .01 .04 -.15 .03 14 
個人主義化 .13 一.04 .13 .06 .13 05 ー.03 03 一.02 01 
都市化 一.04 .05 一.04 一.05 一.04 ー.06
NA -.16 一.10 ー.16 .07 一.16 .05 .02 -.07 .01 09 
スピードイ七 .05 .00 .05 .00 .05 ー.01
官僚化 .11 一.10 .11 .10 .11 08 .03 02 一.03 .00 
分極化 -.03 一.10 .04 .10 一.04 .10 .08 08 .08 -.06 

わ 保守化 一.10 .06 一.10 一.07 .10 ー.07 .09 .04 .10 .02 
る ノ{-ミッシプ社会 .19 .13 .19 .13 .19 ー.11 一.27 .01 .27 一.03
し当
格差拡大 一.17 .05 ー17 一.04 -.17 .05 .13 .20 .13 .18 

変化 集中化 一.05 一.00 一.05 .02 .05 .03 .05 .18 .06 一.18
停滞社会 .06 一.00 06 01 .06 .03 .00 .01 .00 .00 
郡市化 .05 .02 .05 03 .06 .03 15 .08 .16 .07 

NA -.07 -.15 一.07 11 .07 .08 
工業開発 -.00 一.02 -.00 .00 一.00 01 一.00 .16 一.00 .19 

商業開発 .04 .11 .03 一.10 -.04 .10 .08 .01 .07 一.02
農業 ー.04 .05 .04 一.07 -.05 一.07 08 ー.09 .09 10 

開発抑制
住宅 .13 一.03 .13 .05 .13 .11 .12 .11 一.11 .09 
観光 一.04 06 -.04 一.05 一.04 -.07 .05 一.07 .06 .03 
インナ・シティー 05 .07 .05 一.07 .06 ヘ06 一.05 一.01 一.05 .00 
インプフ整備 .12 一.01 ー12 .01 .12 ー.00 .03 ー.09 一.04 09 
環境保全 .05 一.05 05 .04 05 .01 

NA -.15 一.13 一.15 ー13 一16 .08 。。 -.06 .00 .08 
工業開発 .01 .10 .02 -.07 .02 ー.08 .02 一.14 .02 .13 
商業開発 .12 一.16 11 15 .11 .15 .04 09 .04 一.07

発促進開

住宅 一.11 一.12 一.10 .11 一.11 .06 .03 一.10 .02 .11 
観光 .08 -.03 .09 一.00 一.08 -.02 一ー14 一.06 一.15 .07 
インナーシアイ .07 -.00 .07 一.00 .08 .02 一.06 .01 一.05 .01 
インブフ整備 ←.10 .05 一.10 一.07 .10 ー.07 .13 .06 .13 .06 
環境保全 一.01 .03 一.01 一.03 .02 -.02 一.05 .18 -.04 .19 
NA・その他 一.00 一.02 一.00 .04 仁三里0 06 一.00 一.02 .00 .02 
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表5-2 

指導力低下 .00 03 .00 ー.05 ー.00 一.03 .05 -.00 05 。。
保守化 .04 -.08 .04 .09 .04 .07 

政国
官僚化 .09 -.05 .09 .03 .09 .03 
中央集権化 一.14 ぺ13 一.14 .13 .15 .14 09 10 09 一.07

の 政策不在 .00 .06 .00 一.06 .00 .08 

傾向 中央統制 01 .08 .01 一.09 01 二07 一.01 一.09 ー.02 08 
無責任 05 一.06 .05 .05 05 .06 
地方への無関心 .03 .11 .03 一.11 03 一.10 一.16 .01 ¥17 -.03 
NA .10 一.09 .11 .11 10 .02 
効率 .12 01 .12 ー.00 .12 .00 01 -.03 一.00 03 
強し3指導力 .14 02 ー15 一.04 .15 -.06 一.19 -.09 一.20 .091 

政治
暖かい政治 一.13 -.00 .13 一.00 .13 .00 .10 -.08 .10 .10 
清潔な政治 .03 01 .03 一.00 .03 一.01 一.03 一.02 -.03 .02 

の
福祉・教育サービス .07 .07 一.07 -.06 .07 .09 02 .11 .02 一.14

あ
り 理想・正義 一.06 一.08 一.07 09 .06 .10 .07 一.00 .06 .02 
方 コンセンサス -.03 -.09 一.02 .07 .03 .10 .01 .16 02 -.16 
民間不干渉 .01 09 .01 ¥10 .01 一.07 → 00 08 。。 一ー11
NA .09 一.16 一.09 14 .09 .09 

実 中央直結 .07 .00 07 -.00 一.07 一.02

土コ也町
調和 .08 一.05 09 03 .15 .06 
地方主義 -.14 .03 .14 -.02 .15 一.02

国 自主財源 05 一.20 .05 .19 .04 .21 .02 14 04 15 

と 財政の主体性 -.12 .07 一.13 一.06 12 .06 .13 一.02 13 04 
自 自主企画 .06 .10 .06 ー.10 .06 一.09 一.14 一.05 -.14 .05 

体治 有力政治家 .09 .00 .09 .03 09 .04 .22 10 一23 .08 
NA .12 .06 .12 一.06 .12 -.06 
国への依存 一.16 一.09 一.15 .06 一.16 .07 .07 .06 .07 一.03
官僚主義化 一.02 .14 一.02 一.13 ー.02 一.11 .06 ー.15 .06 .14 

地方政治

計画化 .05 .04 .05 -05 .06 一.04
圧力団体 .08 一.07 .08 .06 08 .04 
政党化 .17 -.14 .17 12 .17 13 一.19 .13 一.20 .13 

の 広域化 一.07 .04 一.07 -.01 .07 04 .11 一.04 .11 .06 

変化
住民の無関心 .00 .10 .00 一.07 .00 一.08 .01 一.06 一.01 .03 
問題の多様化 .05 .03 .04 一.03 .05 一.02 .01 一.06 .01 07 
その他 -.04 ー.03 一.04 .04 .04 一.00

05 一.07NA -.02 .05 一.02 .05 .02 .03 
中央優位 一16 一.00 一.16 .00 .16 .00 .13 08 .14 一.05
行政優位 .06 .16 .05 一.17 .06 一.14 .09 -.08 一.09 .05 

地議ぷ方'"トZ 

党派過剰 .21 -.04 .21 .02 .21 .02 .19 .04 -.19 一.07
審議形骸化 .02 一07 .01 .07 .01 .08 
行政の専門化 .02 ー.01 .02 .03 .02 .03 

の 個別利害優先 02 ー.00 .02 -.01 02 一.03 .00 一.11 一00 .11 

状現
代表の偏り 一.04 -.06 一.05 .09 .04 .11 
地域の非一体性 一.02 .03 .01 一.02 .02 一.03
その{也 一.02 一.04 -.01 .04 十 02 02 

ー.09 .07 

一 NA 一.00 一.08 .00 .05 .00 .02 
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表 5-3 

政策の立案・決定 ー.08 -.04 -.08 .04 .08 .04 一.10 。。 11 .01 
行政監視 .08 08 08 一.08 ー08 一.11

議ぷ2与'" 
住民意思代表 .10 09 .10 .10 10 .11 -.01 04 一.01 .05 
利害対立調整 .00 10 .00 .09 。。 .11 

の
サービス提供 .08 09 一.08 .08 一08 一.09 05 ← 00 .05 .00 

割役 広報・啓蒙 .04 .05 .04 .07 .04 一.07 05 .11 .04 .10 
同意形成 一.00 .04 一.00 .00 一.01 .04 .03 .23 .05 一.26
NA .00 一.03 .00 .04 .00 .02 
不可避・必要 一.09 08 .09 一.07 -.09 一.08 .11 .03 .12 .02 
審議活発化 .04 .04 04 一.08 .04 ー.04 一.05 ←.05 .05 .00 
行政監視 一.03 -.01 -.03 .00 ←.04 一.01 .04 一.01 .03 .04 

党化政

意見反映 ←.01 12 -.01 .10 .01 一.13 .02 一.11 .02 .11 
候補提供 .00 。。 .00 .01 。。 -.03 
非重要 一.00 .05 一.00 -.05 一.00 -.04 一.06 .00 .07 。。
議員の後援会 一.07 一.16 .07 14 .08 .10 
無所属の非代表 .04 一.17 .04 ー15 .04 .23 -.11 .15 一.11 -.16 
利害対立 14 -.08 .14 .10 14 .09 .16 -.04 -.16 .02 
党派不要 .08 -.01 .08 .02 08 03 
指導者型 .04 .00 一.04 .00 -.04 .03 03 02 04 一.04

員議 有力者型 一.01 .01 .01 .00 一.01 .03 一.01 一.03 一.01 03 
調停型 .09 .02 .08 .04 .09 一.02 .10 一.08 -.10 04 

イ
世話役型 一.02 -.00 一.02 .01 一.02 .01 .03 .00 .02 一.00メ
政治屋 .01 一.01 .01 .01 .01 一.01 一.02 .00 .01 。。

ジ 行政監視 .03 .09 .03 一.09 .03 .08 一.07 .06 一.07 -.04 

NA 一.02 -.06 .02 .05 一.03 .04 .06 .02 .06 。。
ノfンフ .01 .24 .01 .26 .01 .25 .00 .24 .00 25 
演説会 .09 .07 .09 一.08 .10 一.08 -.02 。。 一01 一.02

住 地域団体集会 一.00 .08 一.00 一.09 一.00 .05 .06 一.07 06 .07 

民 支持団体集会 .10 .09 .09 一.11 .10 -.09 一.17 .01 -.18 一.00

通話 政党集会 一.01 .08 .01 一.07 一.02 -.10 04 一.16 .03 .16 
相談所を通じて 一.09 .05 一.09 -.06 一.10 ー.06 .05 。。 .06 .01 
個人的つながり .06 一.06 .06 .06 .06 .06 .07 .00 .07 .00 
NA →.06 01 一.06 .00 一.06 一.03 一.08 .00 .08 .00 
全国的事件 .02 一.07 .02 05 .02 01 .00 。。 .00 .00 

選 政党支持率 一.01 一.00 一.01 03 一.01 -.00 .01 -.12 .01 14 

挙活動
党の組織 一.01 .04 一.01 -.04 一.01 一02 .07 一.00 .06 .00 
候補の個性 .03 .09 .03 一.11 .04 .08 一.01 .00 .01 一.03
地方的争点 .02 .04 一.02 .02 一.02 01 .00 一.02 .00 .00 
要求の汲み上げ 一.02 -.05 一.02 .05 -.02 .07 一.07 .14 一.06 .12 

Con ①@@  .17 一.13 .13 .17 .18 .05 一.18 .01 
@@⑧  .23 .07 .14 02 .19 -.01 .12 -.05 一.23 .00 
@)@ .13 一.01 .12 .06 一.19 一.05 一.14 03 
@ .16 .10 -.22 02 

党 Lab 囚 羽田 一.17 .02 一.20 一.03 一.10 .12 .15 一.11 .05 .11 
回 40 圃 一.19 .14 一ー12 一.07 一.10 一.03 10 04 .07 04 
切回 .07 ←.01 .22 .11 .10 一.09 .18 .10 

派 60 一.09 一.12 .03 -.11 
All ム&t.& 一.05 一.20 -.03 .19 -.01 .06 .06 .09 .00 10 
ムム A .03 .20 一.04 .24 一.03 .18 .03 .22 .02 .25 
A&  .02 .01 .04 .30 01 07 .08 .20 

A 一.00 .03 。。 20 
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党
派
の
判
別

地
方
議
員
の
「
党
派
」
を
従
属
変
数
と
し
、
社
会
的
属
性
に
関
す
る
諸
要
因
及
び
政
治
的
意
見
に
関
す
る
諸
要
因
を
独
立
変
数
と
し
た
場

合
、
ど
の
程
度
に
「
党
派
」
が
判
別
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
そ
の
判
別
に
社
会
的
属
性
と
政
治
的
意
見
の
個
々
の
要
因
が
ど
の
程
度
寄
与
し
て

い
る
か
を
、
数
量
化
H
類
の
手
法
を
使
い
、
日
英
の
地
方
議
員
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

以
下
、
判
別
の
精
度
を
表
わ
す
相
関
比
(
互

や
寄
与
率
を
表
わ
す
偏
相
関
係
数
の
計
算
結
果
の
数
値
を
比
較
検
討
の
素
材
と
す
る
が
、

こ
こ
で
使
用
し
て
い
る
四
種
類
の
デ
l
タ
の
サ
ン
プ
ル
数
、
し
た
が
っ
て
各
要
因
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
数
及
び
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
該
当
サ
ン
プ

ル
数
の
点
か
ら
、
直
接
の
比
較
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
議
会
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
と
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ

ン
シ
ル
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
と
の
問
、
及
び
県
議
会
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
と
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
の
間

で
は
、
あ
る
程
度
直
接
的
な
比
較
が
で
き
る
が
、
基
礎
自
治
体
の
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
と
広
域
自
治
体
の
議
員
に
つ
い
て
の
数
値
の
聞
の

比
較
に
は
留
保
が
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
社
会
的
属
性
に
関
す
る
諸
要
因
を
独
立
変
数
と
し
た
場
合
の
「
党
派
」
の
判
別
か
ら
み
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
的
属

性
に
関
す
る
要
因
と
し
て
、
「
年
令
」
、
「
出
身
L

や
「
居
住
歴
」
の
地
域
居
住
に
関
す
る
要
因
、
職
業
的
背
景
に
関
す
る
「
職
業
」
「
業
種
」

ー

l
英
国
の
場
合
に
は
寸
階
級
L

が
加
わ
る
|
|
、
各
種
団
体
へ
の
参
加
、
「
立
候
補
歴
」
や
「
当
選
歴
L

な
ど
議
員
経
歴
に
関
す
る
も

の
、
総
計
一
五
要
因
|
|
英
国
の
場
合
は
一
六
要
因

l
ー
ー
を
設
定
し
て
あ
る
。

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
の
場
合
に
は
、
寸
保
守
」
と
「
革
新
」
を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
。
・

2
g、
「
中
道
」
と
「
保
守
L

及
び
「
革

新
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
0

・
a主
に
対
し
、
英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
「
保
守
党
」
と
寸
労
働
党
」

北法40(5-6・II・940)2082



日英地方議員の党派構造

表6社会的属性による「党派」の判別(偏相関係数)

市町村議員 ディストリク卜議員 県会議員 カウンァィ議員

次jし II II II II 

(甲) .6686 3594 .7550 .5516 .6869 .5011 .8232 6406 

年令 .2239 .0393 0663 1249 2239 1920 .3259 .2824 

出身 .1799 ー1431 0186 0889 .2223 .3073 .0921 .2144 

居住歴 .0696 ー1840 .1170 .1761 .2663 .3455 .1764 .2278 

職業 .2407 .1768 .2232 .2166 .3614 .1606 .2814 .1045 

業種 2807 .1420 2865 2377 .2193 .2260 .4784 .3742 

階級 2166 1933 .3807 2921 

労働組合 .4069 .0120 .4954 .1188 .4069 .1007 .5831 .2624 

農協 Professional .0708 .0114 .1869 .0282 .1171 .0223 .2094 .0705 

商工団体 Business .1036 .0215 0778 .0635 .0300 .0740 .2910 .0022 

宗教団体 church 0024 ー1334 2048 0978 .0712 .1010 .0897 .0225 

スポーツクラj-socia! .0516 .0162 .0311 .0894 1899 1191 0847 0440 

ロータリ--charitv .0847 0068 .1744 .0647 1747 0828 0158 1968 

町内会 voluntary .0288 .0256 1774 1650 .3086 .0350 .2111 .2017 

半官団体 civic 1104 .0101 0004 1941 .0925 .1193 .1868 .0037 

立候補年令 1621 .1070 4100 2855 .3180 .2267 .2711 .3043 

当選歴 1711 .0927 。760 0774 .3146 .1589 .2176 .2197 

Il 

Il 

中道

Coc 

保守
革新 Lab 

カウノティ組員

中道 AII 

州i

北法40(5-6・II.941) 2083 



説

を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
。
・
目
呂
、
「
連
合
派
L
と
「
労
働
党
L
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
。
・
印
巴
∞
と
な
り
、
第
一
次
元
、
第

二
次
元
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
英
国
の
場
合
に
判
別
の
精
度
が
や
や
高
い
。
同
様
、
日
本
の
県
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
保
守
L
と
寸
革
新
」

を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
c
・2
S、
寸
中
道
」
と
「
革
新
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
。
・

8
口
に
対
し
、
英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・

カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
L
を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
。
・
毘
倍
、
寸
連
合
派
」
と
「
保
守
党
L
を
判
別

す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
。
・

2
2と
な
り
、
こ
の
場
合
も
英
国
に
つ
い
て
判
別
の
精
度
が
よ
り
高
い
。
ま
た
、
基
礎
自
治
体
議
員
と
広
域
自
治

体
議
員
を
通
じ
、
日
本
の
場
合
に
は
、
英
国
の
場
合
に
比
し
て
、
第
二
次
元
の
判
別
の
精
度
が
第
一
次
元
の
そ
れ
よ
り
大
き
く
低
下
す
る
。

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
に
お
け
る
寸
保
守
L
I
-
-
寸
革
新
L
の
判
別
、
及
び
英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
お
け
る

「
保
守
党
」
|
|
「
労
働
党
」
の
判
別
に
そ
れ
ぞ
れ
寄
与
す
る
要
因
に
つ
い
て
み
る
と
、
偏
相
関
係
数
の
高
い
順
に
、
日
本
の
場
合
に
は
寸
労
働

組
合
加
入
」
「
業
種
」
「
職
業
」
「
年
令
」
「
出
身
」
、
英
国
の
場
合
は
「
労
働
組
合
加
入
」
「
立
候
補
年
令
L
寸
業
種
」
「
職
業
L
「
階
級
」
と
な

る
。
「
保
守
(
保
守
党
)
L
寸
革
新
(
労
働
党
)
L
の
判
別
に
お
い
て
、
職
業
的
背
景
に
関
わ
る
要
因
、
及
び
議
員
へ
の
リ
ク
ル
ー
ト
に
関
わ
る

要
因
1

1

日
本
の
「
革
新
」
の
場
合
に
は
特
定
年
令
層
へ
の
偏
り
が
大
き
く
、
英
国
の
「
労
働
党
L
の
場
合
に
は
若
年
で
立
候
補
す
る
ー
ー

が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
点
は
両
国
に
共
通
す
る
。

乏乙入
信岡

第
二
次
元
に
お
け
る
、
日
本
の
場
合
の
「
中
道
L
|
|
「
保
守
」
及
び
「
革
新
」
の
判
別
、
英
国
の
場
合
の
寸
連
合
派
」
|
|
・
「
労
働
党
」

の
判
別
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
「
居
住
歴
」
「
職
業
L
「
出
身
L
「
業
種
」
寸
宗
教
団
体
加
入
」
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
立
候
補
年
令
」
「
業
種
L

「
職
業
L
「
シ
ヴ
イ
ツ
ク
・
グ
ル
ー
プ
加
入
L
「
階
級
L
の
要
因
の
寄
与
率
が
高
い
。
個
々
の
要
因
の
寄
与
の
程
度
を
示
す
偏
相
関
係
数
の
値

は
、
第
一
次
元
の
場
合
に
比
較
し
て
小
さ
い
が
、
内
容
的
に
は
、
こ
の
場
合
も
日
英
共
通
に
、
職
業
的
背
景
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
が
相

対
的
に
高
い
。
た
だ
し
、
第
一
次
元
の
場
合
と
比
べ
、
「
居
住
歴
」
と
「
団
体
加
入
L
|
|
日
本
の
場
合
は
「
宗
教
団
体
へ
の
加
入
」
、
英
国

の
場
合
は
「
シ
ヴ
イ
ツ
ク
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
加
入
L
|
|
の
寄
与
率
が
高
い
。

北法40(5-6・II・942)2084



日
本
の
県
議
会
議
員
に
お
け
る
「
保
守
L
I
-
-
「
革
新
」
の
判
別
、
英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
お
け
る
「
保
守
党
L

i
l
「
労
働
党
」
の
判
別
に
寄
与
す
る
要
因
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
本
の
場
合
は
「
労
働
組
合
加
入
L

「
職
業
L

「
立
候
補
年
令
」
1

当
選
回
数
」

寸
町
内
会
役
員
L

の
順
、
英
国
の
場
合
は
「
労
働
組
合
加
入
」
「
業
種
」
寸
階
級
」
「
年
令
」
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
グ
ル
ー
プ
加
入
L

の
順
に
寄
与
率

日
英
共
通
に
、
職
業
的
背
景
に
関
わ
る
要
因
の
寄
与
率
が
高
い
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
議

が
高
い
。
基
礎
自
治
体
の
議
員
の
場
合
と
同
様
、

員
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
要
因
、
英
国
に
つ
い
て
は
「
年
令
」
の
寄
与
率
が
相
対
的
に
高
い
と
い
う
差
異
点
も
あ
る
。

第
二
次
元
に
お
け
る
、
日
本
の
場
合
の
「
中
道

L
I
-
-
「
革
新

L、
英
国
に
お
け
る
寸
連
合
派
」
|
|
「
保
守
党
」
の
判
別
で
は
、
前
者
に

つ
い
て
は
「
居
住
歴
し
寸
出
身
」
「
当
選
回
数
」
寸
業
種
」
「
年
令
L

の
順
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
業
種
」
「
立
候
補
年
令
」
寸
階
級
L

「
年
令
」

「
労
働
組
合
加
入
」
の
順
に
寄
与
率
が
高
い
。
第
一
次
元
の
場
合
に
比
較
し
て
、
日
英
に
共
通
し
て
地
域
居
住
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
が

高
く
、
ま
た
、
議
員
の
キ
ャ
リ
ア
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
も
相
対
的
に
高
い
。

日英地方議員の党派構造

次
に
、
政
治
的
意
見
を
独
立
変
数
と
す
る
場
合
の
「
党
派
L

の
判
別
に
つ
い
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
政
治
的
意
見
に
関
す
る
要
因
を
三
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
、
第
一
の
要
因
群
は
「
政
治
状
況
の
認
識
」
に
関
わ
る
「
よ
い
変
化
の
認
知
L

「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L

「
国
政
の
傾

向
L

寸
地
方
政
治
の
変
化
L

「
地
方
議
会
の
現
状
認
識
L

、
第
二
の
要
因
群
は
「
政
治
志
向
」
に
関
わ
る
「
政
治
の
あ
り
方
L

「
中
央
・
地
方
関

係
に
対
す
る
態
度
」
寸
固
と
自
治
体
と
の
関
係
」
寸
地
方
議
会
の
役
割
」
寸
開
発
の
促
進
方
向
」
「
開
発
の
抑
制
方
向
」
、
第
三
の
要
因
群
は
「
政

治
ス
タ
イ
ル
」
に
関
わ
る
「
政
党
化
へ
の
評
価
」
「
議
員
イ
メ
ー
ジ
」
「
住
民
通
話
の
方
式
L

寸
選
挙
活
動
」
の
総
計
一
五
要
因
を
設
定
し
て
い

る

北法40(5-6・II・943)2085



論説

表 7政治的意見による「党派」の判別(偏相関係数)

市町村議員 テ'ィストリクト議員 県議会議員 カウンティ議員

次冗 II II II II 

(甲) .6950 4273 .8826 .7513 8908 .6698 .9491 目8921

よい変化 1419 .0862 .4746 3845 .1865 .1998 6801 .5930 

わるい変化 .1803 1125 .5477 .2652 .4275 .3876 .7523 .4393 

国政の傾向 .1715 .1571 .2727 .1053 .2538 .3470 .5262 .3690 

地方政治変化 .0836 .1215 .2575 1835 .4530 .2313 .5840 6264 

地方議会の現状 ー1300 1116 2772 .2249 2980 .1661 .3955 .5327 

政治のあり方 .2404 1141 .4022 .2066 .4273 .2906 5654 .5842 

中央・地方 .2872 0803 .1380 0641 .4491 .2522 4729 3573 

国と自治体 .1885 .0581 .0909 1413 .2953 .1668 .4977 2357 

議会の役割 .0892 .0882 2506 .1760 .2531 .1481 5248 .6468 

開発促進 .1703 1142 .2872 .1902 .2413 .2678 7021 .5319 

開発抑制 .0722 1184 .3624 .2354 .4426 .2196 .6401 4896 

政党化 .2705 .1289 .3308 .4169 .3345 3268 .6344 .6597 

議員イメージ .0896 .0423 .2423 .1552 .2625 .2212 ー5442 .3624 

住民通話 .2929 .2651 .2584 .4343 .3001 .3442 .6725 .6596 

選挙活動 .2011 .1204 .2761 .2344 .3186 .2481 .5031 .4100 

II 
Il 

中道 中道

Con 

AII 
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日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
「
保
守
L
と
「
革
新
」
を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比

c
g
g、
「
中
道
L
と
寸
保
守
」
及
び
「
革

新
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
。

-b叶ω
、
英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
「
保
守
党
」
と
「
労
働
党
L
を
判

別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
。
∞
∞
虫
、
「
連
合
派
」
と
「
労
働
党
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
。
・
叶
臼
ω
と
な
り
、
社
会
的
属
性
に
関
す

る
要
因
を
独
立
変
数
と
し
た
場
合
と
同
様
、
第
一
次
元
、
第
二
次
元
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
判
別
の
精
度
は
日
本
よ
り
英
国
に
よ
り
高
い
。

ま
た
、
基
礎
自
治
体
議
員
、
広
域
自
治
体
議
員
を
通
じ
、
日
本
の
場
合
に
は
、
英
国
の
場
合
に
比
し
、
第
二
次
元
の
判
別
の
精
度
が
第
一
次

元
の
そ
れ
に
比
べ
大
き
く
低
下
す
る
。

同
様
、

日
本
の
県
議
会
議
員
の
場
合
、
「
保
守
L
と
寸
革
新
L
を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
。
・

g
g、
「
中
道
」
と
「
保
守
」
及
び
「
革

新
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比

0
2湯
、
英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
の
場
合
、
「
保
守
党
L
と
「
連
合
派
」
及
び
「
労

働
党
」
を
判
別
す
る
第
一
次
元
の
相
関
比
c
・2
記
、
「
連
合
派
L
と
「
労
働
党
」
を
判
別
す
る
第
二
次
元
の
相
関
比
0

・SNHと
な
り
、
基
礎
自

治
体
議
員
の
場
合
と
同
様
、
第
一
次
元
、
第
二
次
元
い
ず
れ
を
通
じ
て
も
、
英
国
の
場
合
に
判
別
の
精
度
が
よ
り
高
い
。

基
礎
自
治
体
、
広
域
自
治
体
を
通
じ
、
日
英
共
通
に
、
社
会
的
属
性
に
関
す
る
要
因
を
独
立
変
数
と
し
た
場
合
よ
り
、
政
治
的
意
見
を
独

立
変
数
と
し
た
場
合
に
、
判
別
の
精
度
が
や
や
高
い
。

日英地方議員の党派構造

日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
に
お
け
る
「
保
守
」
|
|
「
革
新
」
の
判
別
、
英
国
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
お
け
る
「
保

守
党
L
|
|
寸
労
働
党
L
の
判
別
に
寄
与
す
る
要
因
を
み
る
と
、
偏
相
関
係
数
の
高
い
順
に
、
日
本
の
場
合
に
は
寸
住
民
通
話
の
方
式
」
寸
中

央
・
地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
」
「
政
党
化
の
評
価
L
「
政
治
の
あ
り
方
」
「
選
挙
活
動
」
、
英
国
の
場
合
に
は
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
」
「
よ
い

変
化
の
認
知
」
「
政
治
の
あ
り
方
」
「
開
発
の
抑
制
方
向
L
「
政
党
化
の
評
価
」
と
な
る
。
日
英
聞
を
比
較
す
る
と
、
相
対
的
に
い
え
ば
、
日
本

の
場
合
に
は
寸
政
治
志
向
し
に
関
す
る
要
因
と
「
政
治
ス
タ
イ
ル
一
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
が
よ
り
高
く
、
英
国
の
場
合
に
は
、
「
政
治
状

況
の
認
識
」
に
関
わ
る
要
因
と
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
が
高
い
。
特
に
、
「
政
治
状
況
の
認
識
」
に
関
わ
る
要
因
に
つ
い
て

北法40(5-6・II・945)2087



説

は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
英
国
の
場
合
に
寄
与
率
が
高
く
、
他
方
、
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
要
因
の
う
ち
、
「
中
央
・
地
方
関
係
に
対
す
る

態
度
」
及
び
「
国
と
自
治
体
の
関
係
L
、
「
政
治
ス
タ
イ
ル
」
に
関
す
る
要
因
の
う
ち
「
住
民
通
話
の
方
式
」
の
寄
与
率
は
日
本
の
場
合
に
よ

呈A
日間

。。
の
り

第
二
次
元
に
お
け
る
、
日
本
の
場
合
の
「
中
道
」
|
|
「
保
守
L
及
び
「
革
新
」
の
判
別
、
英
国
の
場
合
の
「
連
合
派
」
|
|
「
労
働
党
L
b

の
判
別
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
「
住
民
通
話
の
方
式
」
「
国
政
の
傾
向
」
「
政
党
化
の
評
価
L
「
地
方
政
治
変
化
」
「
選
挙
活
動
L
、
後
者
に
つ
い
出

て
「
住
民
通
話
の
方
式
」
寸
政
党
化
の
評
価
」
「
よ
い
変
化
の
認
知
」
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
寸
開
発
の
抑
制
方
向
L
の
順
に
寄
与
率
が
高
い
。

j

そ
れ
ら
を
第
一
次
元
の
判
別
に
お
い
て
高
い
寄
与
率
を
示
し
た
要
因
と
比
較
す
る
と
、
英
国
の
場
合
に
同
一
要
因
の
重
な
っ
て
い
る
度
合
が

大
き
い
が
、
第
二
次
元
の
判
別
に
お
い
て
は
、
日
英
共
通
に
、
「
政
治
ス
タ
イ
ル
L
に
関
す
る
要
因
の
寄
与
率
が
相
対
的
に
高
い
。

日
本
の
県
議
会
議
員
に
お
け
る
「
保
守
L
|
|
「
革
新
」
、
英
国
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
議
員
に
お
け
る
「
保
守
党
」
|
|
「
連
合

派
」
及
び
「
労
働
党
L
の
判
別
に
寄
与
す
る
要
因
を
み
る
と
、
偏
相
関
係
数
の
高
い
順
に
、
前
者
に
つ
い
て
は
寸
地
方
政
治
変
化
L
「
中
央
・

地
方
関
係
に
対
す
る
態
度
L
「
開
発
の
抑
制
方
向
」
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
」
「
政
治
の
あ
り
方
」
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
わ
る
い
変
化
の
認
知
L

「
開
発
の
促
進
方
向
L
「
よ
い
変
化
の
認
知
L
「
住
民
通
話
の
方
式
」
「
開
発
の
抑
制
方
向
」
と
な
る
。
日
英
聞
を
比
較
す
る
と
、
日
本
の
場
合

に
は
、
「
政
治
志
向
」
と
寸
政
治
状
況
の
認
識
」
に
関
わ
る
要
因
の
寄
与
率
が
高
く
、
英
国
の
場
合
に
は
「
政
治
状
況
の
認
識
」
「
政
治
志
向
」

「
政
治
ス
タ
イ
ル
L
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
る
要
因
の
寄
与
率
が
高
い
。
ま
た
、
日
本
の
場
合
、
「
社
会
的
変
化
の
認
識
」
に
お
い
て
は
「
わ
る

い
変
化
の
認
知
」
が
、
「
開
発
の
方
向
」
に
関
し
て
は
「
抑
制
の
方
向
」
が
「
保
守
」

l
l
t
「
革
新
L
の
判
別
に
お
い
て
高
い
寄
与
率
を
示
す

が
、
英
国
の
場
合
は
、
「
社
会
的
変
化
」
の
両
面
|
|
す
な
わ
ち
「
よ
い
変
化
の
認
知
」
と
寸
わ
る
い
変
化
の
認
知
L
、
ま
た
、
「
開
発
の
方

向
L
に
関
す
る
「
促
進
L
と
寸
抑
制
」
の
両
方
向
の
要
因
が
、
「
保
守
党
L
|
|
「
連
合
派
L
及
び
「
労
働
党
L
の
判
別
に
お
い
て
高
い
寄
与

り
高
い
。

率
を
示
し
て
い
る
。



第
二
次
元
に
お
け
る
、
日
本
の
場
合
の
「
中
道
L

|

|

寸
保
守
」
及
び
寸
革
新
」
の
判
別
、
英
国
の
場
合
の
「
連
合
派
L

|

|

「
労
働
党
」

の
判
別
に
寄
与
す
る
要
因
を
み
る
と
、
前
者
に
つ
い
て
は
寸
わ
る
い
変
化
の
認
知
L

「
国
政
の
傾
向
L

「
住
民
通
話
の
方
式
L

「
政
党
化
の
評
価
L

「
政
治
の
あ
り
方
L

の
順
と
な
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
政
党
化
の
評
価
」
「
住
民
通
話
の
方
式
」
「
地
方
議
会
の
役
割
L

寸
地
方
政
治
変
化
L

「
よ
い
変
化
の
認
知
L

の
順
と
な
る
。
そ
れ
ら
を
第
一
次
元
の
判
別
に
お
い
て
高
い
寄
与
率
を
示
し
た
要
因
と
比
較
す
る
と
、
日
本
の
場
合

も
、
英
国
の
場
合
も
同
一
要
因
の
重
な
り
が
少
な
い
。
第
一
次
元
の
判
別
よ
り
も
第
二
次
元
の
判
別
に
お
い
て
よ
り
高
い
寄
与
率
を
示
す
要

因
は
、
日
本
の
場
合
は
寸
国
政
の
傾
向
L

と
「
住
民
通
話
の
方
式
L

、
英
国
の
場
合
は
、
地
方
レ
ベ
ル
の
問
題
に
関
連
す
る
「
地
方
政
治
変
化
L

寸
地
方
議
会
の
役
割
L

寸
政
党
化
の
評
価
L

で
あ
る
。

「
党
派
」
の
判
別
に
政
治
的
意
見
の
個
々
の
要
因
が
ど
の
程
度
寄
与
し
て
い
る
か
と
は
別
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
」
兄
派
」
の
判
別
に
お
い
て
、

日英地方議員の党派構造

個
々
の
要
因
が
相
互
に
ど
の
程
度
相
関
し
て
い
る
か
を
み
た
の
が
表
8
で
あ
る
。
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
日
英
間
で
比
較
し
た
場
合
に
注
目

す
べ
き
点
は
、
政
治
的
意
見
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
「
政
治
状
況
の
認
識
し
に
関
す
る
要
因
相
互
間
、
「
政
治
志
向
L

に

関
す
る
要
因
相
互
間
、
「
政
治
ス
タ
イ
ル
L

に
関
す
る
要
因
相
互
間
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
相
関
度
が
英
国
の
場
合
よ
り
日
本
の
場
合
に
低

く
、
ま
た
、
「
政
治
志
向
L

に
関
す
る
要
因
と
「
政
治
状
況
の
認
識
L

に
関
わ
る
要
因
の
相
互
間
、
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
要
因
と
寸
政
治

ス
タ
イ
ル
」
に
関
わ
る
要
因
の
相
互
間
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
同
様
、
英
国
の
場
合
に
比
べ
日
本
の
場
合
に
低
い
こ
と
で
あ
る
。
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三必、 岳会4
詞聞 砂己

表8要因相互間の偏相関係数

市町村議員 テ.ィストリク卜議員 県会議員 カウンティ議員

要因相互 II II II II 

よい変化 わるい変化 一.07 -.19 一ー15 -.13 .01 ー.12-.37 一.33

よい変化 国政の傾向 .05 .01 一.00 .02 ヘ18ー.07ヤ.48一.29

わるい変化 国政の傾向 一.01 -.03 一.07 .04 一.10-.21 一.49一.15

よい変化 地方政治変化 一.03ー.02ー.12 一.06一.12ー.08-.46 -.43 

わるい変化 地方政治変化 一.06 一.03一.05-.08 -.26 ー.24 .36 ー45

よい変化 地方議会の現状 一.02 一.04一.06-.07 。7 二18一.28一.41
わるい変化 地方議会の現状 ー.09一.03 -.14 ー.15一.06へ14一.22 -.41 

国政の傾向 地方政治の変化 .03 一.02一.01 一.00-.19 ー12一.32 .34 

国政の傾向 地方議会の現状 一.05-.03 一.08一.01 一.11 .03 ー.33一.24

地方政治変化 地方議会の現状 一.01 一.05一.00 .03 一.09ー.07-.19 一.41

政治のあり方 中央・地方 .06 。。 .12 .01 一.10ー.10一21 ー.16
政治のあり方 議会の役割l .00 子.04 .01 .11 ー.20 一.16一.29 一.51

政治のあり方 開発促進 -.02 一.04一.06一.10 .01 ー.15-.47 一.32

政治のあり方 開発抑制 -.01 一.05一.15-.12 -.11 .02 一.42 .26 

中央・地方 国と自治体 .04 .05 .12 .06 一.07一.17一.04 .14 

中央・地方 議会の役割 .00 .01 .08 .03 -.06 .04 一.27 .33 

中央・地方 開発促進 一.02 .01 一.11 一.02-.00 -.11 .38 二37

中央・地方 開発抑制 一.00 .01 .04 .01 一.05ー.06-.31 -.21 

議会の役割 開発促進 一.00一.06一.09 .02 -.06 ー12一.35一.34

議会の役割 開発抑制 一.00一.01 一.10一.11 .12 .09 一.29一.43

開発促進 開発抑制 .02 .04 ー.05 .07 ー.04ー.07一.63一.29

政党化 議員イメージ 一.01 一.00一.02 一.11 一.15 .04 .26 .39 

政党化 住民通話 .01 一.02一.10-.10 一.14¥19 一.56一.39

政党化 選挙活動 .03 02 一.24 .04 .18 .00 -.36 -.39 

議員イメージ 住民通話 .03 。。 .09 一.07 .05 ー.11 -.42 一.12
議員イメージ 選挙活動 ー.07 .02 .10 一.00 .15 -.03 28 .18 

住民通話 選挙活動 .00 -.00 .20 ー.08一.12ー.07 -.41 .16 
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日英地方議員の党派構造

表 8 (つづき)

政治のあり方 よい変化 -.00 一.01 一.08 一.03 .01 -.12 .39 .39 

M わるい変化 07 -.01 ー.16 .13 -.14 。7 一59 -.41 
1/ 国政の傾向 .07 一.01 .06 .08 -.01 一.15 一.41 41 

1/ 地方政治変化 一.02 .02 一.17 .00 -.02 .00 一.33 43 

1/ 地方議会の現状 .01 .00 一.03 一.06 一.12 .02 -.20 一.50

中央・地方 よい変化 一.07 .05 .00 .04 ー.09 一.12 .39 一.20

1/ わるい変化 .05 .07 05 .00 ー.04 .12 一.27 .34 

M 国政の傾向 .06 01 -.01 一.05 一.05 .08 一.29 一.13

1/ 地方政治変化 .04 .07 一.00 一.03 ー.04 -.02 .33 一.27

H 地方議会の役割 。。 .01 .08 .02 06 .18 一.26 ー.29
開発促進 よい変化 一.02 .00 一.08 一.07 .01 .16 一.36

M わるい変化 一.02 .02 -.09 .01 ー.11 -.21 .65 -.20 

H 国政の傾向 .03 -.06 .00 -.05 ー.01 一.20 .46 一.10

M 地方政治変化 。。 .06 .08 -.02 14 .02 -.46 一.31
開発抑制 よい変化 一.06 .06 一.10 .16 ー.13 10 ー.38

1/ わるい変化 。。 .01 .19 一.05 ー.06 .10 一.63 .371 
H 国政の傾向 .07 一.02 一.15 一.04 一.10 .19 -.34 一.04

H 地方政治変化 一.01 .06 一.11 一.07 ー.17 -.17 55 -.36 

政治のあり方 政党化 ー.09 .00 .11 一.00 ー.22 .16 一.51 一.54

月 議員イメージ .05 .01 一.18 .01 ー.13 -.21 .39 一.25

11 住民通話 一.03 .02 .02 .07 ー.06 一.08 -.46 

M 選挙活動 .02 .01 .03 一.04 一.15 -.03 44 

中央・地方 政党化 .00 .07 一.16 ー.10 ー.15 04 .26 一ー21

1/ 議員イメージ .01 .02 .02 .02 ー.07 →.17 一.32 .18 

M 住民通話 03 一.01 .13 -.03 .05 一.28 一.38

11 選挙活動 .02 .10 .09 .01 。。 一.09 .22 
議会の役割 政党化 .05 .03 .18 -.20 一.01 .04 →.40 .62 

J/ 議員イメージ 一11 .07 .00 01 ー.40 .11 -.31 

1/ 住民通話 .00 -.03 .01 .04 -.15 →.14 .42 -.40 

J/ 選挙活動 一.04 .00 一ー14 .01 .08 一.10 .27 .33 

地方議会の現状 政党化 →.06 一.01 一.04 一.04 ー.01 一.13 -.15 

1/ 議員イメージ 。。 .02 一.14 .02 -.17 .06 .17 
H 住民通話 .02 -.02 .11 ←.06 ー.14 ←.22 .36 ¥28 

JJ 選挙活動 一.01 一.05 一.16 .12 ー22 一.06 .22 

北法40(5-6・II・949)2091



説論

ま
と
め

日
本
と
英
国
の
地
方
議
会
議
員
を
対
象
と
し
た
調
査
デ
l
タ
の
比
較
検
討
か
ら
発
見
さ
れ
る
事
項
を
、
日
英
地
方
政
治
の
比
較
研
究
に
対

し
て
有
す
る
含
意
と
い
う
観
点
か
ら
、
以
下
い
く
つ
か
の
点
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
本
稿
で
使
用
し
た
デ
ー
タ
の
基
づ
く
調
査
が
実
施
さ
れ

た
初
年
代
前
半
期
、
両
国
の
地
方
政
治
を
そ
の
現
象
面
か
ら
み
る
と
、
大
略
、
中
央
と
地
方
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
が
全
国
政
治
の
主
要
な

政
治
的
争
点
の
一
つ
を
形
成
し
、
底
辺
に
お
い
て
は
「
多
党
化
」
の
状
況
を
呈
し
て
い
た
点
は
両
国
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
が
、
他
面
、
い
ず
れ

も
「
新
保
守
主
義
L
を
標
梼
し
た
中
央
政
権
の
下
で
、
英
国
で
は
地
方
自
治
の
「
政
治
化
」
が
、
日
本
で
は
寸
脱
政
治
化
」
が
論
議
を
よ
ぴ
、

対
照
的
と
も
い
え
る
展
開
の
様
相
を
示
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
共
通
面
と
対
照
面
に
、
本
稿
の
比
較
分
折
に
お
け
る
発
見
が
、
政
治
状
況
を

説
明
す
る
素
材
と
し
て
は
限
界
が
あ
る
に
せ
よ
、

一
定
の
光
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

地
方
議
会
議
員
の
「
党
派
」
を
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
保
守
」
「
革
新
L
「
中
道
」
、
英
国
に
つ
い
て
は
「
保
守
党
」
「
労
働
党
」
寸
連
合
派
」

に
三
区
分
し
た
場
合
、
「
党
派
」
対
立
に
共
通
面
と
対
照
面
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
寸
党
派
L
対
立
の
基
盤
に
関
し
て
、
主
要
「
党
派
」
|
|

日
本
の
「
保
守
」
と
「
革
新
L
、
英
国
の
寸
保
守
党
L
と
寸
労
働
党
L
l
l
聞
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
属
性
l
|
両
国
を
通
じ
て
職
業
的
背

景
が
主
要
な
要
因
ー
ー
か
ら
も
、
政
治
的
意
見
|
|
日
本
に
つ
い
て
は
「
政
治
志
向
」
と
「
政
治
ス
タ
イ
ル
」
に
関
す
る
要
因
、
英
国
に

つ
い
て
は
「
政
治
状
況
の
認
識
」
と
「
政
治
志
向
」
に
関
す
る
要
因
の
比
重
が
大
き
い
ー
ー
か
ら
も
、
極
め
て
明
確
に
弁
別
が
な
さ
れ
、
主

要
「
党
派
」
と
第
三
「
党
派
」
の
寸
中
道
L
及
び
寸
連
合
派
L
の
弁
別
は
第
二
次
的
で
あ
り
、
そ
の
際
、
社
会
的
属
性
の
上
で
は
「
地
域
居

住
」
に
関
す
る
要
因
、
政
治
的
意
見
の
上
で
は
「
政
治
ス
タ
イ
ル
」
に
関
す
る
要
因
の
比
重
が
相
対
的
に
大
き
い
点
も
両
国
に
共
通
し
て
い

る
。
他
方
、
」
兄
派
」
の
配
置
関
係
、
特
に
主
要
寸
党
派
」
の
対
立
軸
に
対
す
る
第
三
寸
党
派
」
の
位
置
が
両
国
で
対
照
を
な
し
て
い
る
。
す
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日
本
の
地
方
議
員
に
お
け
る
「
中
道
」
の
位
置
は
、
「
保
守
」
|
|
|
「
革
新
」
の
ス
ケ
ー
ル
の
上
で
、
社
会
的
属
性
か
ら
み
た
場
合

に
は
「
革
新
」
寄
り
、
政
治
的
意
見
か
ら
み
た
場
合
に
は
「
保
守
」
寄
り
と
な
る
が
、
そ
れ
と
対
照
的
に
、
英
国
の
地
方
議
員
に
お
け
る
「
連

合
派
」
の
位
置
は
、
「
保
守
党
L

|

|
「
労
働
党
」
の
ス
ケ
ー
ル
の
上
で
、
社
会
的
属
性
か
ら
み
る
と
寸
保
守
党
L
寄
り
、
政
治
的
意
見
か
ら

な
わ
ち
、

み
る
と
「
労
働
党
L

寄
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
英
聞
に
つ
い
て
最
も
顕
著
な
差
異
点
は
、
一
ニ
「
党
派
L

聞
の
遠
近
関
係
よ
り
も
、
「
党
派
L

対
立
の
構
図
の
違
い
に
あ
る
。
初

日英地方議員の党派構造

年
代
前
半
の
両
国
に
お
け
る
地
方
議
会
政
治
を
党
派
ラ
ベ
ル
の
上
か
ら
み
る
と
「
多
党
化
L

と
名
付
け
ら
れ
る
が
、
「
多
党
化
」
の
構
造
の
違

い
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
議
員
の
社
会
的
属
性
か
ら
「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
み
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
政
治
的
意
見
か

ら
み
た
場
合
に
も
、
日
本
の
場
合
に
は
、
「
保
守
」
と
「
革
新
」
を
両
極
と
し
、
寸
中
道
」
を
そ
れ
ら
の
中
間
と
し
な
が
ら
、
三
寸
党
派
」
が

ほ
ぽ
直
線
上
に
配
列
す
る
。
他
方
、
英
国
の
場
合
に
は
、
各
寸
党
派
L

を
そ
れ
ぞ
れ
の
極
と
す
る
三
極
構
造
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
パ
タ
ー
ン
の
違
い
は
、
「
市
部
L

「
郡
部
」
別
に
み
た
場
合
に
も
、
ま
た
各
年
令
層
別
に
み
た
場
合
に
も
、
一
貫
し
て
共
通
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
で
、
比
較
政
治
の
上
で
政
党
対
立
の
パ
タ
ー
ン
を
分
類
す
る
と
き
、
党
派
の
数
に
よ
っ
て
「
多
党
化
L

を
定
義
す
る
の
み

で
な
く
、
党
派
の
配
置
関
係
に
よ
っ
て
「
一
次
元
的
対
立
L

と
「
多
次
元
的
対
立
」
に
細
分
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

右
に
み
た
「
党
派
L

対
立
の
構
図
に
お
け
る
差
異
は
、
恐
ら
く
よ
り
根
本
的
に
は
、
「
党
派
L

と
い
う
立
場
の
性
格
に
関
す
る
日
英
両
国
間

の
違
い
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
治
的
意
見
か
ら
「
党
派
」
の
判
別
に
寄
与
す
る
度
合
の
高
い
要
因
、

及
び
「
党
派
L

の
判
別
に
お
い
て
個
々
の
要
因
が
相
互
に
相
関
し
て
い
る
度
合
か
ら
み
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
英
国
の
場
合
に
比
し
て
、

「
党
派
」
の
判
別
に
お
い
て
寸
政
治
状
況
の
認
識
L

に
関
わ
る
要
因
の
寄
与
す
る
度
合
が
低
く
、
ま
た
、
個
々
の
要
因
が
「
党
派
」
の
判
別

に
寄
与
す
る
場
合
に
も
個
別
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
英
国
の
場
合
に
は
、
寸
党
派
」
の
判
別
に
お
い
て
寄
与
す
る
度
合
の
高
い
要
因
の
数
が
多

く
、
そ
の
際
に
個
々
の
要
因
相
互
間
の
相
関
す
る
度
合
も
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
場
合
、
「
党
派
」
の
規
定
が
か
な
り
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説

状
況
的
で
あ
る
が
、
英
国
の
場
合
は
、
「
党
派
」
に
よ
る
政
治
的
意
見
の
「
構
造
化
」
の
度
合
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

吾A
a冊

政
治
状
況
の
展
開
を
う
な
が
す
要
因
の
一
つ
に
「
世
代
変
化
」
が
あ
る
が
、
ま
と
め
の
第
二
は
こ
の
点
|
|
す
な
わ
ち
、
地
方
議
員
の
世

代
交
代
と
地
方
議
会
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
変
化
と
の
関
連
|
|
に
関
係
す
る
。
「
党
派
」
の
配
置
関
係
を
年
令
層
別
に
み
る
と
、

日
本
の
場
合
、
社
会
的
属
性
か
ら
み
た
場
合
も
政
治
的
意
見
か
ら
み
た
場
合
に
も
、
寸
政
界
」
の
「
実
年
層
」
た
る
「
叩
代
」
の
年
令
層
に
「
保

守
L

「
革
新
」
聞
の
隔
り
が
最
も
大
き
い
が
、
英
国
の
場
合
に
は
、
大
略
し
て
、
「
保
守
党
」
「
労
働
党
」
聞
の
隔
り
は
、
社
会
的
属
性
か
ら
み

る
と
年
令
層
が
若
年
に
な
る
に
従
い
小
さ
く
な
り
、
政
治
的
意
見
か
ら
み
る
と
、
そ
の
逆
に
、
年
令
層
が
若
年
に
な
る
に
従
い
そ
の
隔
り
が

大
き
く
な
る
。
ま
た
、
同
一
「
党
派
」
内
に
お
け
る
各
年
令
層
の
配
置
関
係
を
み
る
と
、
社
会
的
属
性
、
政
治
的
意
見
い
ず
れ
か
ら
み
た
場

合
に
も
、
日
本
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
年
令
順
の
規
則
性
を
も
っ
配
列
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
年
令
層
が
突
出
し
て
い
る
が
、
英
国
の

場
合
に
は
、
あ
る
程
度
年
令
順
の
規
則
性
を
も
っ
た
配
列
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
的
に
は
、
「
党
派
」
別
の
特
定
年
令
層
へ
の
偏

り
の
大
き
さ
、
及
び
年
令
層
か
ら
み
た
議
員
立
候
補
へ
の
リ
ク
ル
ー
ト
の
あ
り
方
に
お
げ
る
日
英
両
国
間
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か

し
、
英
国
の
場
合
、
議
員
に
お
け
る
世
代
聞
の
差
が
社
会
的
属
性
と
同
時
に
政
治
的
意
見
に
お
け
る
変
化
を
伴
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

議
員
の
世
代
交
代
が
地
方
議
会
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
変
化
へ
と
連
な
る
度
合
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め
の
第
三
点
は
、
地
方
自
治
体
を
そ
の
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
属
性
か
ら
「
市
部
」
「
郡
部
」
に
分
類
す
る
二
分
法
が
地
方
政
治
の
タ

イ
プ
を
考
え
る
上
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
に
関
連
す
る
。
本
稿
で
は
、
「
党
派
L

対
立
の
構
造
に
寸
市
部
」
寸
郡
部
」
聞
の
違

い
が
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
が
、
日
本
の
寸
保
守
L

と
「
革
新
L

及
び
英
国
の
「
保
守
党
L

と
「
労
働
党
L

間
の
距
離
に
つ
い

て
、
社
会
的
属
性
、
政
治
的
意
見
の
い
ず
れ
か
ら
み
た
場
合
に
も
、
寸
市
部
L

よ
り
寸
郡
部
L

に
そ
の
隔
り
が
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、
同
一
「
党

派
」
内
に
お
り
る
「
市
部
L

「
郡
部
」
聞
の
距
離
に
つ
い
て
社
会
的
属
性
及
び
政
治
的
意
見
の
い
ず
れ
か
ら
み
て
も
、
そ
の
隔
り
が
「
革
新
(
労
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日英地方議員の党派構造

働
党
)
L

よ
り
「
保
守
(
保
守
党
)
」
に
大
き
い
点
は
、
日
英
両
国
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
市
部
L

「
郡
部
L

の
二
分
法
は
、
日

英
両
国
の
地
方
政
治
を
比
較
す
る
際
に
、
分
析
枠
組
と
し
て
か
な
り
の
通
用
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め
の
最
後
は
、
剖
年
代
前
半
期
の
政
治
的
争
点
の
一
つ
|
|
寸
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
態
度
と
「
党
派
」
と
の
関
連
に
つ
い

て
で
あ
る
。
「
党
派
L

の
対
立
構
造
を
政
治
的
意
見
か
ら
み
る
際
に
、
「
党
派
」
を
「
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
細
分
す

る
と
、
日
本
の
場
合
、
寸
保
守
の
中
央
直
結
型
」
と
寸
革
新
の
地
方
主
義
型
」
が
、
英
国
の
場
合
に
も
寸
保
守
党
の
中
央
直
結
型
L

と
寸
労
働

党
の
地
方
主
義
型
L

が
対
極
を
な
し
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
「
中
央
・
地
方
関
係
」
が
ホ
ッ
ト
な
政
治
的
争
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
他
方
、
同
時
に
、
そ
の
分
析
結
果
は
、
日
本
の
場
合
に
は
、
政
治
的
意
見
の
弁
別
が
寸
保
守
」
「
革
新
」
軸
に
そ
っ
て
よ
り
一
次
元
的

に
収
数
し
、
英
国
の
場
合
に
は
、
政
治
的
意
見
の
多
次
元
的
分
布
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
英
国
に

お
け
る
「
保
守
党
L

「
労
働
党
」
の
判
別
に
比
べ
、
日
本
の
場
合
の
「
保
守
」
「
革
新
」
の
判
別
に
お
い
て
「
中
央
・
地
方
関
係
L

に
対
す
る

態
度
の
寄
与
率
が
相
対
的
に
高
い
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
に
「
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
態
度
が
「
政

治
志
向
」
に
関
す
る
他
の
要
因
や
寸
政
治
ス
タ
イ
ル
L

に
関
す
る
要
因
を
構
導
す
る
よ
う
な
働
き
を
よ
り
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
む
し
ろ
、
ご
く
単
純
に
、
中
央
政
府
に
お
い
て
も
地
方
政
府
に
お
い
て
も
政
権
交
代
の
あ
る
英
国
と
は
異
な
り
、
日
本
の
場
合
に
は
、

中
央
政
府
が
一
貫
し
て
保
守
政
権
で
あ
っ
た
た
め
、
寸
中
央
・
地
方
関
係
」
に
対
す
る
態
度
が
党
派
的
な
「
保
守
」
|
|
「
革
新
L

軸
と
か
な

り
の
程
度
重
複
し
て
し
ま
っ
た
結
果
と
も
い
え
な
く
は
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
ま
と
め
に
お
い
て
行
っ
た
、
日
英
の
地
方
政
治
を
比
較
し
た
際
の
共
通
面
と
対
照
面
に
関
す
る
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
一
つ

の
仮
説
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
、
短
期
的
な
当
該
の
政
治
状
況
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
両
国
に
お
け
る
政
党
政
治

さ
ら
に
、
よ
り
長
期
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
政
治
文
化
の
異
同
に
よ
っ
て
い
る
の
か
の
仕
分
け
は
、
本
稿

の
実
際
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、

の
範
囲
外
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
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